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午前 ９時 00 分開議 

○議長（早樋 徹雄） みなさん、おはようございます。 

定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

なお、議場は本日も新型コロナウイルス感染防止のため、質問席、発言席、議長席は

クリアパネルを設置し、マスクをはずして発言できるようにするなど、対策をしての開

会となりますのでご協力をお願いいたします。 

本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 

日程第１ 一般質問 

○議長（早樋 徹雄） 日程第１、一般質問を行います。 

会議規則第 61 条第２項に基づく質問の通告がありますので、受付順に発言を許します。 

はじめに、７番、内藤眞一君。 

○７番（内藤 眞一） 議長。 

○議長（早樋 徹雄） ７番、内藤眞一君。 

○７番（内藤 眞一） ７番。 

  おはようございます。３月定例会の時から質問もありました新型コロナウイルス。 

 飯南町では町民の皆さま方の心がけといいますか努力のおかげで、１件の感染もなく誰

もが安心したところです。今日は新型コロナウイルス関連の補助金と防災計画の避難所

についてうかがいたいと思います。 

  まず最初に、今後の新型コロナウイルス関連の町民支援についてうかがいます。 

新型コロナウィルスの報道では、全国、特に都市部においては、色々と困難なことも

あったようですが、５月 25 日には緊急事態宣言も解除され、ようやく元の状態に近づき

つつあるのかと思うのです。 

報道等では２次３次の感染拡大も懸念されている状況ですから、当分注意して行動しな

ければならないと思います。 

そんな中にあって、国および町からも各種支援金の給付等々が行われ、大変ありがた

いと思っております。 

1) 国支援策「特別定額給付金給付事業」(１人 10 万円の給付事業) 

2) 町独自支援策「地域振興臨時管理費」(帰省自粛者への地元農産物送料の全額補助) 

3) 町独自支援策「老人福祉臨時管理費/障害者福祉費臨時管理費」(高齢者・障害者へ

のサービス提供行っている事業所への応援金 10 事業所へそれぞれ 20 万円支給) 

4) 町独自支援策「商業活性化重点支援事業」(売り上げ減少など影響を受けている町内

商工業者への応援金、従業員数により 10 万円から 20 万円支給) 
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のそれぞれの支給等、応援金が支給決定となりました。 

そしてこの度、町独自支援策で「新型コロナウィルス対策事業継続応援金」というこ

とで、令和２年３月から令和２年 12 月までのいずれか 1 ヶ月の売り上げが前年同期より

20％以上減少した中小企業に 40 万円から個人事業に 10 万円支給するという、 

また、町独自支援策で、新型コロナウィルス対策和牛繁殖農家応援金ということで、繁

殖雌牛 200 頭にそれぞれ３万円支給と、これらの応援金の支給を計画されました。 

この金額ではどうにもならないとお思いの事業者の方もあろうとは思いますが、いく

ら国からの交付金があったとはいえ、町長を中心に担当課それぞれが支援に努力されて

いることには、心から敬意を表したいと思います。 

そんな中で、国は第２次の補正予算で、約 31 兆円相当を今国会で成立させたいとのこ

とです。そこで内容にもよりますが、今までの支援は事業者向けのみで、農業者にも支

援があってもいいのかと思った次第です。この件は先日の町長の行政報告の中では、今

後の状況をみて検討する旨のお話がありました。 

 生産米の買い取り価格等は、秋にならないとデータ比較はできないかもわかりません。

また、産直等に出荷しておいでの農産物生産者の方は、販売価格のデータ比較はできる

かと思いますので、ぜひ今回の２次補正において配分される飯南町分がどの程度あるの

かわかりませんが、農業者も含めた全町民にいくらかでも支援できるものはないか、町

長に伺いたいと思います。 

○議長（早樋 徹雄） ７番、内藤眞一君の質問に対する答弁を求めます。 

○町長（山碕 英樹） はい。議長。 

○議長（早樋 徹雄） 山碕町長。 

○町長（山碕 英樹） 番外。 

 おはようございます。７番議員よりご質問いただきました。 

 はじめに、新型コロナウイルス関連の町民の皆さま方への支援についてのご質問でご

ざいますけども、はじめに、行政報告で述べておりますけども、改めて申し上げますけ

ども、この全世界を揺るがす、目に見えないウイルス感染予防対策に、不自由な生活が

長い間続く中、これ議員からもございましたけども、すべての住民のみなさまにご協力

をいただいておりますこと、はじめに、深く感謝申し上げます。 

また、本町はじめといたしまして、全国の医療従事者、介護福祉施設従事者の方など、

我々の生命に直結する分野でご奮闘なさっている皆様に、心より、感謝と敬意を表する

ところでございます。 

このような状況の中、本町といたしましては、小さなまちの特性を活かし、スピード

のある対応、誠意ある対応を常に心がけるように、言葉にすればですね、以前もこの議

場でお話したことがあるかと思いますけども、職員としての仕事にあたる心構え、これ

当たり前のことなんでございますけども、住民の皆さんとの対話を大切にして、住民の

皆さんの視点に立って仕事を考えて、仕事のスピードをあげて、そして住民の皆さん方
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からありがとうと言っていただける仕事をしようと。あるいは、これもよく言われます

けども、明日あさっての１万円より、今日の千円が大事なんだと。住民の皆さん方、そ

ういうことなんだと。いうことをですね、色々訓示とか、いろんな機会で述べておりま

すし、職員とそうした思いで仕事に向き合ってきているところでございますけども、特

に今回の感染予防対策や支援につきましては、対策本部会議を重ね、職員は担当課のみ

ならず、全部署において同じ目的意識をもって協力して、夜間・休日も惜しまず、ほん

とに５月の連休もですね、しっかりと出かけて勤務した職員もおりますけども、全力で

今、戦っているところでございます。 

その中で、評価もいただきました。大変うれしく思いましたけども、これまでの支援

策につきまして、せっかくの機会いただきましたので最新の状況をここでご報告させて

いただきたいと思います。 

はじめに、国の支援策でございますけども、特別定額給付金給付事業、いわゆるひと

り 10 万円の給付事業でございますけども、県下で最も早く、先月 14 日に給付を開始を

いたしまして、基準日の飯南町の全住民の方 4,774 人中、昨日の時点で、98％にあたり

ます 4,671 人の方への給付を終えております。これ、ご承知のとおり申請主義でござい

ます。あと 103 名の方からですね、まだ申請があってないということでございます。 

 次に町独自の支援策でございます、帰省の自粛を余儀なくされている方への地元農産

物などの送料を全額補助いたします、ふるさと応援宅配便事業につきましては、昨日の

時点で 368 件のご利用をいただいております。 

また、同じく町独自での支援策でございます。老人福祉・障害者福祉サービス事業所

への感染対策応援金支給事業。これ対象の、全町内 10 事業所へ先月 25 日にすべて支給

を完了しております。 

そして、またこれも町独自の支援策でございます。売り上げ減少など影響を受けてい

る町内商工業者に対して感染対策応援金支給事業でございますが、約町内 250 事業所ご

ざいますけども、昨日の時点で、申請をいただいておりますのが 145 の事業所でござい

まして、この内の 104 件について給付を終わっているということでございます。これ順

次給付をしております。 

また、本定例会の補正予算に、これ先ほど議員からご紹介いただきました。 

 町内経済の回復を支援するための、第２弾の町単独の支援策「新型コロナウイルス対

策事業継続応援金」を創設をしたい。 

また、島根県と共に行う、資金確保支援や、感染拡大防止対策に対する支援といたし

まして、「商業活性化重点支援事業」を創設をしたい。 

そして、これも議員からご紹介いただきましたけども、農業分野におきまして、本町

のふるさと納税返礼品の大部分を占めます和牛肉の生産農家を支援をする「飯南町新型

コロナウイルス対策和牛繁殖農家応援金」を創設をしたいと。こうしたことによりまし
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て本町にとって、生活を維持する上でなくてならない事業所や商工業など、一層の支援

を行って参りたいというふうに考えております。 

これまでに、この新型コロナウイルス感染予防対策に５億７千９百万余の予算を確保

いたしまして、本議会からも申し入れがありましたように、住民本位の視点をもって執

行してきているところでございまして、先ほど議員からもいただきました。感謝やよろ

こびの声もいただいているところでございます。 

 そうした中で、議員より農業者への支援も含めた全町民への支援を考えたらどうかと

いうことのご質問をいただきました。 

 この「新型コロナウイルス」による影響、また、それに対する支援につきましては、

行政報告でも述べておりますけども、必要な調査も行い、庁内での、役場内での協議も

重ねまして、只今も執行状況申し上げましたけども、当面急ぐ支援、必要な支援を実行

して参りました。それで、農業につきましては、町長行政報告で言ったということで、

そのことも引用していただきましたけども、少し詳しく申し上げますと、農業につきま

してはですね、町内の産直市での３月から５月初旬までの「ぶなの里」、「ぼたんの郷」、

「エルシィーとれたて産直市場」、「ⅰまるシェ」の４つの産直市につきまして、デー

ターをいただきました。この４つの産直市での売上前年比でございますけども、それぞ

れ、75％、80%、また前年と同じ 98.8％、まあ 100％、そしてまたですね、1 つは 103％

ということで前年を上回るという状況でございました。雲南圏域の中には対前年 40%と

いう産直もございますけれども、このようにですね飯南町の産直市の関係の皆様方には

非常に頑張っていただいておるわけでございます。ほんとにしっかりやっていただいて

いるなと、がんばっていただいているなと思ったところでございます。 

 このような中で、農業関係の収入減対策につきましては、本町で言えば法人等の大型

農家の利用が多いと思いますけども、このコロナということに限らず、平年といいます

か、制度として、その１年間の収入減に対して基準収入額の９割まで補填をされます。

農業共済の収入保険制度、これ畜産以外でございますけども、がございます。 

また、今回国の制度といたしまして、ああしていろいろな議論されてますけども、「持

続化給付金」が利用できるということにもなっております。また、「ふるさと応援宅配

便事業」につきましては、こうしたですね是非とも町内産直市の売上にもつながるよう

にという思いを込めたものでもあったわけでもございます。そして、またこのような産

直市のですね、運営主体につきましては、今回行っております商工業者支援制度の対象

として支援させていただくということにいたしておりまして、すでに利用もいただいて

いるということでございます。 

 また、国では、次期作に前向きに取り組む生産者への支援や、感染拡大防止対策を行

いつつ、販路の回復・開拓や事業継続・転換のための機械・設備導入に対して、その支

援を行うこととされております。 
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また、県におきましても、影響を受けた産直市等の消費拡大対策支援や、契約取引を継

続するために必要な経費又は、水田園芸への転換に必要な経費を助成することとされて

おります。 

 こうしたことでございまして、農業分野につきましては、これ行政報告で申し上げま

した、議員から先ほどおっしゃっていただきましたけども、季節的な収入の多い分野で

ございまして、今後の状況を見つめさせていただきまして、今申し上げますような国・

県の事業の活用や関係機関と連携を図りまして、必要な支援を検討して行くこととして

いるところでございます。 

 そういう中で、国の２次補正のことに触れられたわけでございますけども、この国の

交付金、大いに期待をしているところでございます。そうした時に本町といたしまして、

今後のコロナ対策としての必要なことということで４本の今柱を立てておりますけども、

１つがですね、言われております第２波・第３波に備えての必需品の備蓄。まだまだし

ていかなくてはならないということと思います。そして、また、新しい社会づくりに向

けての取り組み。本日、後ほど同じ質問の通告もいただいておりますけども、ああして

例えば、通信基盤、整った通信基盤を活用してのですね、ICT 技術を活用するというよ

うなことでの、新しい社会への取り組み。そしてまた、町内の消費喚起など、この飯南

町のですね、町の元気回復。そして事業所等経営悪化、これ長期間にわたるわけでござ

いまして、その次なる支援が必要かというふうに考えております。 

そうした時に、議員から今の「全町民」ということでございますけども、町民の皆様

方には、これまでの支援策のように直接的な影響を受けておられる方もありますし、何

かしらかの間接的な影響もあっているかと思います。また「感染防止」ということから

制限された、日常生活等大変にご協力をいただきまして、それについては、心身共にほ

んとに大きなご負担をおかけしていることと思っております。 

そうしたことから、先ほど申し上げました、町の元気回復、まずその消費喚起として

ですね、何らかのことができないか、この、今消費喚起ということ、これはですね、町

の経済を活性化する、もちろんそれもありますけども、こうしたそれぞれの家庭の経済

支援にもつながるものというふうに思うわけでございまして、そうした検討を今、して

きているところでございまして、こうしてまた、ご質問いただきました。検討を深めて

いきたいというふうに思っておるところでございます。 

この、「新型コロナウイルス」は予想だにしておりませんでしたけれども、「医療を

守る・福祉を守る」「町内企業・事業所を守る」「集落・地域を守る」この３つの守り

に対しまして、この「新型コロナウイルス」から守っていくために、限られた財源の中

ではございますけども、「飯南町に暮らすことを幸せと実感できる」まちづくりに引き

続き取り組んでまいりたいというふうに思っております。 

○７番（内藤 眞一） 議長。 

○議長（早樋 徹雄） ７番、内藤眞一君の質問を許します。 
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○７番（内藤 眞一） ７番。 

 お答えをいただきました。先ほども感謝申し上げたとこでございますが、いろいろと

ご検討いただいておるようでございまして、決して国が出したように、一人 10 万円なん

という話にはならないことは承知しておりますが、何らかのことで町民のみなさんが影

響を受けたことに対応していただければというふうに思っておるところでございます。

よろしくお願いをしたいと思います。 

 では、次に防災計画の避難所運営について伺います。 

これも若干コロナと関係あると思っておりますが、一昨日、「梅雨入り」の発表があ

りましたが、いつものことながらこの時期になりますと、今年の夏は豪雨・台風はもち

ろん地震についても被害が無いようにと願うところでございます。 

そう思って防災計画を見ていましたら、万一の時の１次・２次避難所は、従来から広

報紙および自治区長回覧に示された通り指定してあります。 

しかし、この中にペットの扱いについては、どこにも記載されていませんでした。私

がよう見つけなかったのかもしれませんが、私にはおおよそ関係ありませんけども、家

族同様にかわいがっておいでのペットは、避難所にどうしても連れて行きたいとお考え

だと思います。 

避難するということは緊急時で人命第一。これ当たり前の話ですが、ペットまで考え

られないのかもわかりませんが、避難所には動物が好みでない方もおいでかもわかりま

せん。担当課では、受け入れができるか否か周知しておかれないとトラブルの原因とな

ります。再度検討してみてください。 

もう一言言わせていただければ、６月１日から山陰中央新報が「コロナと防災」とい

うタイトルで出雲市を例に特集を組んでおいでになりますが、飯南町にしても同じだと

思います。 

いわゆる「３密」を避けるためには、現在の避難所では収容できないと思えます。早

期に代替えか、追加を検討されるべきかと思います。 

さらに加えて言わせていただけば、色々支援をいただく商店等、現在は営業なさって

いない所も従来通り掲載してありました。 

もう一度目を通して、緊急時に慌てないよう準備しておいていただきたく思います。 

ペットの収容所、代替え追加の避難所の実施と、町長のご意見を伺います。 

○議長（早樋 徹雄） ７番、内藤眞一君の質問に対する答弁を求めます。 

○町長（山碕 英樹） 議長。 

○議長（早樋 徹雄） 山碕町長。 

○町長（山碕 英樹） はい。番外。 

防災計画の避難所運営につきましてご質問いただきました。 

防災計画の避難所運営ということで、はじめに避難所でのペットの扱いについてご質

問いただきました。 
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実は、このことにつきましては、以前にも同様な一般質問をいただいておりまして、

今後検討する旨の答弁をいたしておりますけども、現段階、本町での運営マニュアルの

策定にまでには至っておらないとこでございまして、申し訳なく思います。 

従いまして、その答弁でも申し上げておりますけども、避難所でのペットの扱いにつ

きましては、国が示している「避難所運営ガイドライン」を基本に本年度対応するとい

うことでございます。 

そのガイドラインでは、災害時のペットの対応は飼い主による「自助」を基本として

おりまして、災害発生初期には、これ議員からもございましたけども、人命の安全確保

を第一とすることからペット対策に手が回らないことも予想されまして、飼い主におか

れましては平素からペット用品の備蓄や必要なしつけ等、飼い主の責務として備えをお

願いしたいというふうに思っております。 

そして、避難が長期化する場合には、避難所におけるペット同伴のルール設定、そし

てそのルールの避難所での周知、また、ペット避難場所の確保など必要となることでご

ざいまして、議員から再度検討ということでございました、そうしたことの検討、また

対応してまいりたいというふうに考えておるとこでございます。 

次に、「コロナ防災」として、いわゆる避難所での３密を避ける代替え施設追加をとの

ご質問でございますけども、梅雨に入りまして、豪雨災害が懸念される季節を迎えまし

たが、本年は「新型コロナウイルス対策」という、これまで経験したことのない中での

防災対策が必要となります。 

こうしたことから先日、島根県から「避難所における新型コロナウイルス感染症対策

のポイント」が示されたところでございまして、これを参考に対応に努めてまいりたい

というふうに考えております。 

これによりますと、特に住民にお知らせすべきことといたしまして、まず第一に、新

型コロナウイルス感染症が、今、収束しない中でも、災害時には危険な場所にいる人は

避難をすることが原則であるということ。まず避難をしてくださいということ。 

また、避難所に避難するだけでなく、安全な親戚知人宅への避難ということも考えて

おいていただきたいと。これ飯南町でも、これまであっておることでございますけども、

改めてそうしたことをですね、平素からまたお考えいただければと思います。 

また、通常の非常持ち出し物品に加え、マスク、体温計、消毒液も持参をしていただ

きたい。この消毒液、今、不足しておりましてですね、できればお持ちの方はそれも持

参していただきたいということでございまして、そうしたことをですね、示されており

まして、今月の自治区長会を通じまして、町民の皆様方に周知を図ることとしておりま

す。 

また、避難所の３密を避けるための避難所の運営といたしまして、健康な方の避難所

滞在スペースとしてパーテーションなどを利用するということ。発熱等症状のある方の

専用のスペースを確保するということ。避難所のレイアウト変更による収容人数変更へ
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の対応。そして、また、避難所受付のレイアウト、感染予防対策を検討すること等が示

されておりまして、対応に努めてまいります。 

議員からも、早期に避難所の代替え施設追加を検討すべきということでございまして、

本町では現在、最寄りの自治集会所等を中心に 70 か所の指定緊急避難場所をしておりま

すけども、これ今、この施設とすれば追加はですね、なかなか、今はないというふうに

考えておりまして、先ほどの、あるいは飯南町として、これまであるように知人、親戚

の方とありますけども、加えてですね、必要に応じまして、町内の宿泊施設、そして中

山間地域研究センター、県の施設でございますけども、これを利用させていただくとい

うことにしております。 

また、議員からは、飯南町防災計画の中の「食糧、物資の調達に協力いただける店舗」

一覧に現在、営業されていない店舗もあって整備をすべきということのご指摘をいただ

いたわけでございまして、そのとおりでございまして、修正をしてまいります。 

議員から指摘いただきました、「新型コロナウイルス」への対応という新たな状況を踏

まえまして、避難所で３密を避ける対策や避難所の代替え場所なども加えた防災計画を

整備をいたしまして、住民の皆さまの安全確保に努めてまいります。以上です。 

○７番（内藤 眞一） 議長。 

○議長（早樋 徹雄） ７番、内藤眞一君。 

○７番（内藤 眞一） はい。終わります。 

 

 

○議長（早樋 徹雄） 一般質問を続けます。 

９番、景山登美男君。 

○９番（景山 登美男） 議長。 

○議長（早樋 徹雄） ９番、景山登美男君。 

○９番（景山 登美男） ９番。 

  議長のお許しをいただきましたので、通告に従いまして一般質問を行います。 

  まずもって、新型コロナウイルスに感染し亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたし

ます。 

それでは初めに、新型コロナウイルスに対応した避難行動について質問いたします。 

先ほどの質問と重なる部分もございますけども、通告のとおり行いますのでよろしくお

願いいたします。 

昨年 12 月に中国・武漢市で報告された原因不明の肺炎は「新型コロナ感染症」と名付

けられ、その後世界中に拡散したところでございます。 

日本では、１月 28 日に日本人の初感染者が発表されましたが、その後、３月下旬以降の

感染者急増を受け、政府が全国を対象に「緊急事態宣言」を出して、感染拡大防止に向

けて外出自粛などの徹底を呼び掛ける事態となりました。 
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また、島根県では４月９日に、お隣の三次市でも４月８日に初めての感染が確認された

ところでございます。 

本町では、２月 28 日に「新型コロナウイルス対策本部」を設置されて以来、住民への

情報提供、感染予防対策、マスクの配布、ふるさと応援宅急便、そして商工業者や福祉

施設などへの応援金など迅速かつ的確に対応してこられました。 

町長を先頭に職員一丸となっての、こうした対応・対策を評価いたしますとともに、ご

労苦に敬意を表するものでございます。 

さて、今年も一昨日、中国地方が梅雨入りしたとの発表がありました。この時期は、

大雨や長雨による土砂災害や水害が発生しやすくなり、場合によっては、避難が必要に

なることがあるかも知れません。 

「飯南町地域防災計画」では、避難勧告等の発令基準、避難先、避難先までの経路など

が定められておりますが、今年は、新型コロナウイルスが収束していない中で避難勧告

等を発令しなければならないことが想定されます。 

そのため、住民が「密」を避けて、３密ですけども、避けて分散して避難する必要が

ある場合や、避難先での水道、トイレなどの共同利用を避けるため、現在の避難場所に

加え、町内の宿泊施設などを新たな避難先として使用できるようにしておく必要がある

かと思います。 

また場合によっては、親戚や知人宅に避難するとか、自宅に留まることも選択の一つに

なるかも知れません。 

いずれにしましても今のうちに、新型コロナウイルスに対応した避難計画を検討して

おく必要があると思いますが、町長のお考えを伺います。 

○議長（早樋 徹雄） ９番、景山登美男君の質問に対する答弁を求めます。 

○町長（山碕 英樹） 議長。 

○議長（早樋 徹雄） 山碕町長。 

○町長（山碕 英樹） はい。番外。 

 ご質問いただきました。新型コロナウイルスに対応した避難行動についてということ

でございます。 

 議員ご指摘ございましたとおり、本年は「新型コロナウイルス」が収束しない中での

避難勧告を発令しなければならない事態を想定しておかなくてはなりません。 

そうした中で、先ほど７番議員への答弁でも触れさせていただきましたが、６月３日

付で島根県から「避難所におけるコロナウイルス感染症対策のポイント」が示されたと

ころでございます。 

 本町におきましては、これを参考にして対応するということにしておりまして、重ね

て申し上げますけども、住民の皆様方に一番お伝えしなければならないことは、この「新

型コロナウイルス感染症」心配がありますけども、災害時には危険な場所にいる人は避

難をするということが原則である」ということでございます。 
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 その上で議員から、具体的にご提案ございましたように、「場合によっては親戚知人宅

への避難」ということ。これもあり得ることでございまして、平素より、そうしたこと

も考えておいていただきたいというふうに思うところでございまして、こうした避難行

動の在り方については、今月６月 19 日に自治区長会を開催する予定にしておりますので、

自治区長さんを通じまして住民の皆様方にしっかりと周知をしたいというふうに考えて

おります。 

特に、議員からは「町内の宿泊施設等を新たな避難場所として使用できるように」と

いうことでございました。これ、これまでにない考え方といいますか、対応ということ

で、これも具体的にですねご指摘いただいたわけでございまして、これにつきましても、

先ほど７番議員にもお答えいたしましたけども、ご指摘のとおり町内のですね、宿泊施

設を確保いたしまして、そしてまた、中山間地域研究センターにもですね、お願いをし

ておるところでございます。 

 梅雨に入りまして、災害の発生リスクが高まる中、新たに、避難所でのコロナウイル

ス感染防止対策という課題を抱えながらの避難ということになりますので、住民の皆さ

ま方への周知徹底と、事前の備えに万全を期してまいる所存でございます。 

○９番（景山 登美男） 議長。 

○議長（早樋 徹雄） ９番、景山登美男君の質問を許します。 

○９番（景山 登美男） ９番。 

 はい。ありがとうございます。 

 先ほど備えという言葉ございましたけども、これもたびたび出ておりましたが、災害

は、いかなる場合も備えということが一番大切じゃないかと思います。よろしくお願い

いたします。 

専門家の言葉に、新型コロナウイルスは、どこにいるかわからない。そしてなくなる

ことはない。だからこれからは、一緒に生きていかなければならない。という言葉がご

ざいました。 

私たちができることは、まずは自分はかからないということかと思います。そのため

には、引き続き手洗い・うがいの励行に努めていかなければならないと思っておるとこ

ろでございます。 

 それでは、次に、小学校における臨時休校中の子どもの居場所づくりについて質問い

たします。 

 新型コロナウイルスに伴い、町内の小中学校では、３月に文部科学省からの一斉臨時

休業要請を受け、また４月には、松江市・三次市の感染者判明を受けて、臨時休校を実

施されました。最終的には、５月 10 日までの長期にわたる臨時休校となったところでご

ざいます。 

もちろん、これまでだれも経験したことのないことでございますし、日々刻々と変わ

る状況への対応で、教育長をはじめ関係の皆様には気が休まることのない日々だったの
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ではないでしょうか。改めて敬意を表したいと思います。 

 さてこの間の、新型コロナウイルス感染防止に係る臨時休校の中で、飯南町独特の対

応がございました。すなわち、小学校３年生から中学校３年生は休校としたものの、小

学校１年生・２年生は通常どおり登校というふうにされたことでございます。 

そのような決定をされた理由としては、１つ目として、自宅で一人で過ごすことが難し

いこと。２つ目として、児童クラブ内で過ごすより学校で過ごすことが、感染リスクが

低いと考えられること。３つ目として、保護者の負担と飯南病院や町内の福祉施設への

影響を避けるため。というふうな説明がございました。私は、飯南町ならではの対応と

評価したところでございます。 

しかしながら、長期にわたる中で、小学校１・２年生だけの出校というのはどうだろ

うかということで、議会の方からも申し入れをさせていただき、最終的には小学校を全

校休校するとともに、全学年を対象に、特別な事情がある児童を預かる居場所づくりを

行うこととされたものと思っております。 

先ほど申し上げましたように、梅雨にも入りましたけども、今後これから、夏にかけ

て、梅雨または台風、そして冬の大雪など、突然臨時休校をする場合があるかと思いま

す。このことは、平成 30 年３月議会でも質問いたしましたけども、そうした臨時休校は

急に仕事を休めない保護者などはたいへん困られることがございます。 

そこで、今後このような突然の臨時休校でも、この度対応されたように小学校で全学

年を対象に特別な事情がある児童を預かるようにすることができないものなのでしょう

か。教育長のお考えを伺います。 

○議長（早樋 徹雄） ９番、景山登美男君の質問に対する答弁を求めます。 

○教育長（矢飼  斉） 議長。 

○議長（早樋 徹雄） 矢飼教育長。 

○教育長（矢飼  斉） はい。番外。 

 おはようございます。９番の議員から、臨時休校中の子どもの居場所づくりについて、

ご質問いただきました。 

 まずはじめに、この度の新型コロナウイルス感染症対策として、３月、また４月から

５月にかけ、特に、小学校３年生以上は長期にわたる臨時休校を実施したところです。 

保護者の皆様をはじめ、町民の皆様にはご理解とご協力をいただきましたことに対し、

厚く御礼を申し上げます。 

 町長の行政報告と重なりますが、本町の状況を踏まえた中での臨時休校への対応とし

て、自宅で１人で過ごすことが難しい小学校１・２年生のみの登校とし、小学校３年生

以上を臨時休校するという方法を取ったところでございます。 

 また、５月７日、８日については、議員からもございましたが、小学校も全校休校と

なり、全学年を対象に特別な事情があり、学校での居場所を希望する児童については、

学校での受け入れを実施いたしました。 
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実際の利用については、５月の連休明け、また連休明け５月 11 日には学校再開という可

能性もあったためか、小学校１・２年生のみの希望であり、２日間で延べ７名、各学校

１・２名の利用であったと聞いております。 

 この学校における居場所づくりについては、３月の臨時休校開始時より、文部科学省

からも通知があり、子どもの居場所確保に向けた取り組みについて推進するようお願い

があったところです。この中には教職員が教育活動の一環として業務に携わることも可

能であると示されておりました。 

 しかしながら、大雨や大雪、台風などの自然災害等に伴う突然の臨時休校については、

児童生徒の登下校や安全な学校生活に支障があると予測された際に実施しているところ

であり、近年の状況からは年に１回程度、やむを得ず臨時休校の措置をしている状況で

ございます。 

 この場合において、児童生徒が移動すること自体が危険であるとの判断から、以前、

議員からのご質問にもお答えしておりますが、まずは町で実施しております、ファミリ

ーサポートセンター事業等をご活用いただきたいと考えているところでございます。 

 また、今回の臨時休校期間中については、ご家庭や町内外にお住まいの祖父母の方で

児童の対応をされた家庭も多くあると聞いております。兄弟姉妹や祖父母の皆様、また

地域の方など様々な方々が、子どもたちの育成に携わっていただいたことは、本町の将

来の担い手を育成するという点において、大変意義のあることだと感じております。 

様々な方々に支えられて育った経験は、子どもたちの心の中に刻まれるとともに、地域

活動への参画や地域貢献につながっていくものだと考えております。 

 自然災害等に伴う臨時休校の実施については、気象状況等により可能な限り早い段階

での事前の周知にも努めてまいります。保護者の皆様、ご家族の皆様には大変ご負担を

おかけすることだと思いますが、児童生徒の安全確保を第一に考えてやむを得ず実施す

るということをご理解いただき、引き続きご協力をお願いしたいと思っております。以

上です。 

○９番（景山 登美男） 議長。 

○議長（早樋 徹雄） ９番、景山登美男君の質問を許します。 

○９番（景山 登美男） ９番。 

 お答えいただきましたけども、移動ということが一番懸念されるということであると

すれば、先ほどもありましたように、そのファミリーサポートセンターへ行くにしても、

いずれにしても何らかの形で送迎が必要で、もちろん学校の居場所づくりでも当然前提

は、保護者の送迎ということだろうと思います。 

 また、安全ということを考えれば、町内に学校以上安全なところはないんじゃないか

というふうにも思いますし、もちろん教職員の方の協力がなければできないことですけ

ども、ぜひ、教育委員会等でもご協議いただいてご検討いただきたいと思います。 

 最後に、新しいごみの分別について質問いたします。 
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本町では、平成 15 年から今年の３月まで、ごみを「いいしクリーンセンター」へ集め、

そのうち可燃ごみは、圧縮梱包処理したうえで「出雲エネルギーセンター」へ搬出し処

理しておりましたけども、令和４年４月から「雲南エネルギーセンター」で処理するこ

とになったことから、今年の４月から新しい「雲南エネルギーセンター」の処理方法に

合わせた分別方法に変更されたところでございます。 

しかしながら、この度の新しい分別方法は非常にわかりにくいということで大変不評

でございます。 

新しい分別方法で主な変わったところといたしましては、これまで可燃物として分別し

ていた物の一部を、不燃物として４分類するようになっております。そのうち靴やカバ

ン類、貝殻類、炭や灰類、そうした物も不燃ごみということになっておりますけども、

これについても、これが不燃物かということになれば、首をかしげるところでございま

すが、一番わかりにくいのが、プラスチック類でございます。 

といいますのも、いわゆるプラスチック類の中で、可燃ごみとして出すものと不燃ご

みとして出すものがあるからでございます。それも分け方が非常に分かりにくいわけで

す。 

例えばプラスチックでは、ペットボトル・お菓子袋やカップラーメンなど食品・飲料系

のボトルや容器。説明には、口の中に入るものというふうな言葉になっておりますけど

も、そうしたものは可燃ごみで、同じプラスチックでもそれ以外の生活日用品や容器の

キャップ、そうしたものは不燃ごみだと。また、そういうことですので、洗剤やシャン

プーの容器は不燃ごみになるわけですけども、それの詰め替え袋はなぜか可燃ごみだと 

いうふうに、分別に確たる基準がないというのが、非常に困るわけでございまして、問

い合わせの中に、プラマークがついているものは全てプラスチック類じゃないかと。そ

れはプラスチック類で出してはいけないかと事務組合に問い合わせた方もたくさんいら

っしゃいますけども、とにかく絵を見て、あのとおりに分けてくれという回答しかない

ということでございます。 

もうすでに稼働している施設でございますので、事務組合の構成町村といたしまして

は、組合の方針に協力すべきだと思いますけども、本町ではまだ始まったばかりでござ

いますし、試行期間でございます。幸いといいますか、新型コロナウイルスの関係でま

だ説明会も６月から始まったばかりで、まだこれからというところでございますので、

まだ間に合うのではないかということで、この質問をさせていただいておりますけども、

せめてプラスチック類ということでひとまとめにして、飯南町だけでもそういうふうな

ことができないか、町長のお考えを伺うとこでございます。 

○議長（早樋 徹雄） ９番、景山登美男君の質問に対する答弁を求めます。 

○町長（山碕 英樹） はい。議長。 

○議長（早樋 徹雄） 山碕町長。 

○町長（山碕 英樹） はい。番外。 
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  新しいごみの分別についてご質問いただきました。 

ああして、本町の家庭ごみの処理につきましては、雲南市・飯南町事務組合におきま

して、都加賀にございます、いいしクリーンセンターへ集積をし、出雲エネルギーセン

ターへ持ち込んで処理をしておるわけでございますけども、ああして議員からもご紹介

していただきましたように、出雲エネルギーセンターでのごみ処理につきましては、い

わゆる施設の寿命がきたわけでございまして、令和４年３月までとなっておりまして、

令和４年４月からは、雲南エネルギーセンターで、ごみ処理を行うということにしてお

ります。 

  それで、議員ご質問の趣旨については、これまで、今年の２月ですけども、こういう

分別をしてくださいということで、そこに書いてもおりますけども、理由をですね。 

 なかなかそこは書いてあるだけでご理解いただけないということだと思っておりますけ

ども、ああしてお知らせもしておりますが、この雲南エネルギーセンターでは、可燃ご

みをいわゆるごみをですね、出雲のように焼くということではなくて、ＲＤＦという固

形燃料の原料として使用をいたしまして、可燃ごみをリサイクルということで利用、活

用しておるという方式でございます。 

このように、燃やしておったものをこうした固形燃料にする、そうした処理方法が変

わることによりましてですね、この「新たな分別」が必要になって、そうしたお願いを

させていただくということになったところでございます。 

  このように、この固形燃料を作るにあたりましては、固形燃料に合わせた材料が必要、

分別が必要ということでございます。こうした理由から、町民の皆様方には大変なお手

数をお掛けをしております。私もうちもこれまで台所、ゴミ箱が１つでして、今３つい

るわけでございまして、ほんとにですね、まずはゴミ箱入れるのはわかりにくいという

今日のご質問でございますけども、私も心苦しく思っておるとこでございます。 

 なぜ、もう少し詳しく、このような分類になるかということ申し上げますと、ここを

しっかりとわかっていただきたいということでございますけども、特にプラスチックに

ついてはわかりにくいということでございます。そのとおりでございます。 

この固形燃料につきましては、このプラスチックの中でも、同じプラスチックの中で

も、この「塩化系素材」という素材がありまして、それはですね、極力使わないという

ことになっております。 

この塩化ビニール類が多く含まれておりますと、なぜ使わないかといいますと、この固

形燃料燃やした時にですね、ダイオキシンの発生があるということ。あるいはですね、

その固形燃料を使用する焼却炉の劣化、焼却炉が傷むということがあるということでご

ざいまして、それでこの「塩化系素材」については材料としてはですね、好ましくない

ということで、使用しないということになっておるわけでございます。 

じゃ、逆に、全てのプラスチック類をですね、「不燃ごみ」にすればいいじゃないかと

いうことでございますけども、そういたしますとですね、この固形燃料自体の原料が紙
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やら生ごみだけになって、いわゆるエネルギーが不足、いわゆる火力が弱いんだそうで

して、そうしたことで、また、これ、固形燃料としては、いい燃料にならないというこ

とでございます。 

 また同じく、貝殻や炭、灰につきましても、固形燃料の原料としてはそぐわないという

ことで、「不燃ごみ」として分類をして、お願いしているということでございます。 

 このようなことから、ペットボトルの容器やカップラーメンの容器、お菓子の袋など、

塩化ビニールが入っていない、あるいは少量である一部のプラスチック類については、

「可燃ごみ」として分類をお願いをしておるものでございます。 

こうしたことでですね、最終の処分する所はそういう方式になっておりますので、誠

に、議員から、飯南町独自の分類にしたらいいじゃないかということでございますけど

も、これは不可能でございます。そういうことでですね、今、わかりにくいということ

でございまして、手間は確かにかけて、わかりにくいということが、そうした住民の皆

さん方の大きなですね、ご不満になっているということであるという気がおきます。 

 無責任な言い方しますけども、わかりにくいということに慣れていただくことしかない

わけなんですね。率直に言いますと。 

そういうことで、自治区長会で、自治区長様を通じて周知しておりますけども、今月

から、コロナのこともございます。自治会・組単位におきましてですね、事務組合の主

催による「ごみの分別勉強会」これを開催をはじめております。今、飯南町 24 件の申込

みいただいておるということでございますし、また、ごみの分別に関するビデオを制作

いたしまして、ケーブルテレビの番組におきまして定期的に放送いたしておりまして、

データ放送においては、今のようなごみの種類によって、何処に分別するのかを確認で

きるようにしておるとこでございます。また、今後はごみの分別を記した冊子を各戸配

布するという計画もしておるとこでございます。 

  「新たな分別」につきましては、議員からこうしてご質問いただきましたように、議

員をはじめ、住民の皆様方に、ほんとに、まだ始まったばかりでございまして、戸惑い

もですね抱いていただいている方多くあるかと思っておりますけども、今のようなこと

の事情でございますので、ぜひともご理解をいただいてですね、ご協力をお願いしたい

いうふうに思います。 

これまでご説明申し上げておりますけども、今後ですけども、この「雲南エネルギー

センター」につきましては、令和 14 年度迄の稼働ということにしております。この施設

自体がそういう延命措置も致しますけども、耐用年数的にそうであるということで、そ

の次のですね、どういう処理にするかということを、事務組合で検討を今、始めており

ます。令和 14 年度に寿命があるけえということなくしてですね、早くに次の施設を検討

いたしまして、そしてまたなおかつ処理、今のような分別のことにつきましてもですね、

できるだけ、今、リサイクルもちろんあるわけでございますけども、そうしたこと含め

た新しいこの社会の中で、このごみ処理についてのですね、またいろんな方式も出とる



 - 17 - 

わけでございますから、なるべく住民の皆さま方にお手数かけないような、かつ、地球

にやさしい、今いろんなことでですね、活用できるような施設として検討を急いでまい

りたいというふうに思っておるわけでございますので、ぜひとも重ねてご理解のほど、

ご協力のほどお願いいたします。     

  で、議員のご質問の中にありました。また教示いただきました。事務組合の職員にも

ですね、しっかりと対応するように私から申しておきますけども、「プラマーク」のこと

おっしゃいましたけども、この識別表示につきましてはですね、ペットボトルや容器な

どのリサイクルを行う時に識別するマークだということでございまして、事業所等でリ

サイクルを実施している場合に区分をしているというものであるようでございます。 

今のごみ処理の分別とは異なるものであるということでございます。併せてご理解い

ただきますようにお願いをいたします。以上でございます。 

○９番（景山 登美男） 議長。 

○議長（早樋 徹雄） ９番、景山登美男君。 

○９番（景山 登美男） ９番。 

  ＲＤＦに原因があるといいますか、ということはもちろん承知はしておりましたけど

も、そのために非常に、説明のつかないような、結果的に説明のつかないような分類と

なっているということで不満があるということを、町長の耳に入っておればという思い

もありまして質問をさせていただきましたけども、確かに飯南町だけ別のあれするわけ

にもいきませんけども、何かの機会にまた何か言うことがございましたらよろしくお願

いいたします。終わります。 

○議長（早樋 徹雄） ９番、景山登美男君の質問は終わりました。 

ここで休憩をいたします。本会議の再開は、10 時 20 分といたします。 

 

午前 10 時 01 分休憩 

 

午前 10 時 20 分再開 

○議長（早樋 徹雄） 本会議を再開します。一般質問を続けます。 

３番、伊藤好晴君。 

○３番（伊藤 好晴） 議長。 

○議長（早樋 徹雄） ３番、伊藤好晴君。 

○３番（伊藤 好晴） はい、３番。 

  最初に、新型コロナウイルス対策と自然災害の避難ということで通告しておりますが、

同僚議員が同じような中身について質問しております。できるだけ重複しないようには

したいと思いますけれども、重なることは了承のうえでご答弁をお願いしたいと思いま

す。 

最初に新型コロナウイルスの感染者の問題ですけれども、ＮＨＫが連日午前零時現在
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のその状態を発表しております。今朝見ましたけども、今朝午前零時の発表がまだあり

ませんでしたので、昨日の午前零時現在であります。 

感染者は、17,306 人で、前日よりも 38 人増えておりました。そのうち重症者は 91 人で

あります。感染者のうち退院された方が 15,298 人、残念ながらお亡くなりになった方は

前日よりも２人増えて 922 人と発表されております。幸いと言って良いか悪いかわかり

ませんけれども、本町におきましては町当局、住民のみなさんの努力によって、感染者

が出現していないことはご承知の通りでございます。 

  わが国で最初に感染者が見つかったのは、１月の下旬であります。当初、感染は散見

される程度でございました。ところが３月下旬になり爆発的に増えたわけであります。

その結果、４月７日７都府県に緊急事態宣言が発令され、４月 16 日には全国に拡大され

ました。その宣言は５月 14 日に 39 県で解除され、５月 25 日には全国が解除されたまし

た。収束の兆しはあるわけですけれども、まだまだ予断を許さないのが現況と考えてお

ります。第２波・第３波の襲来も考えられ、それにも備えなくてはなりません。 

  当地におきましても、一昨日入梅の発表がありました。大雨による災害発生の心配も

しなくてはならないと考えております。先日も何人かの人と話しましたけれども新型コ

ロナウイルス感染者の発生がなくなれば心配がない、というふうにおっしゃる方がいら

っしゃいました。ですからこれは払拭されなければならないと思っております。 

先ほども出ておりましたけれども多くの学者が、新型コロナウイルスと共存していくこ

とになると発表しているからであります。すなわちインフルエンザウイルスと同様に、

身近に潜んでおって、気を緩めるとまた一気に感染が広まる恐れがあると言うことであ

ります。 

町長も先ほどの答弁の中で発言されましたけれども、新型コロナウイルス対策をとり

ながらの災害対策、こういうことになります。 

  まずお聞きしたいのは、災害の規模による命の危険度合いと感染リスクの判断基準、

これをどのようにしていくおつもりなのか答弁を願います。併せて、発熱、咳などの症

状が出ているときにおける避難所への行動判断基準をどのように考えておられるか答弁

いただきたいと思います。 

 感染者が一般の避難所に滞在することは適当ではありませんが、発熱、あるいは咳など

の症状が出ている方があった場合には、とりあえず隔離した方が得策と考えます。避難

スペースをどう確保していくのかお尋ねをいたします。いわゆる３密を避ける対策をど

のようにするか、ということでございます。 

最後に備品の確保です。先ほどの同僚議員への質問への答弁の中で自前でマスクや消

毒液・体温計の準備をしてほしい旨の発言がございました。しかし、これは可能な方も

あれば、できない場合もある。咄嗟の場合、恐らくできない、こういうことが多いと思

っております。ということから避難所できちんと整備しておく、こういうことが重要だ

と思っております。 
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また、飛沫感染を防ぐのに効果があるとされる段ボールベッド。この準備も必要と考

えております。段ボールベッドの必要性につきまして、町長どのようにお考えかお尋ね

をいたします。私は必要と思っておりますけれども、町でこれを備蓄する、こういうこ

とは非常に困難だと思っております。そういうことから例えば、段ボールの業界あるい

団体の方と協定を結んで、もし災害が起きた場合には、すぐにそこから避難所に持って

きてもらう、こういうようなことを事前に準備しておくことが重要と思っております。 

以上何点か列挙しましたけれども答弁を求めます。 

○議長（早樋 徹雄） ３番、伊藤好晴君の質問に対する答弁を求めます。 

○町長（山碕 英樹） はい。議長。 

○議長（早樋 徹雄） 山碕町長。 

○町長（山碕 英樹） はい。番外。 

３番議員から新型コロナウイルス対策につきまして、そうした中での災害対応につい

てご質問いただきました。 

先ほどから、様々な観点からご質問をいただいておりますけども、議員改めてご指摘も

ありました。本年も災害発生時期を迎えまして、新型コロナウイルス対策を行いながら

の災害対応、避難対応となることが想定をされるところでございます。 

そうした中でまず、災害の規模による命の危険度合いと感染リスクの判断基準という

ことでございますけれども、基準ということの通告をいただきましたけれども文言、取

り方ですが、先ほども申し上げておりますが、「新型コロナウイルス感染症が収束しない

中でも今していません。その中でも災害時には危険な場所にいる人は避難をしていただ

くことが原則」ということでございます。少しでもですね、警報あるいは身に危険を感

じられた場合には即、避難行動をとっていただく、ということでございます。この感染

防止対策を行う中で、まずは避難をしていただくということでございます。 

それから発熱、咳などの症状が出ている時の行動判断基準ということでございますけ

ども、まず、これ議員はご承知の中でのこうしたご質問ですけれども、これまで住民の

皆様方には呼びかけをさせていただいておりますし、また目安がちょっと変わってきた

んですけれども、こうして飯南町の場合は雲南保健所や相談センターということで、相

談してくださいね、と言ってますけども、風邪の症状がある方についてはですね、ああ

して高齢者の方、妊婦さん、或いは基礎疾患を持っておられる方については、風邪の症

状があればすぐに相談してくださいということ。また健常者の方につきましてもですね、

そうしたことが続けば、４日以上の場合は勿論なんですけれども、相談してくださいと

いうことにしておりますので、この時の発熱・咳、そうしたそれまでに至らない方とい

うことだと思っておりますけども、そうした発熱や咳などのある方につきましては、専

用のスペースを設けて避難をしていただくということでございまして、この緊急指定、

指定緊急避難場所、最寄りの集会所などではですね、なかなか専用スペースの確保が困

難なこともあろうかと思っております。部屋数もそうないということもあろうかと思っ
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ておりまして、そうした方は避難前にですね、或いは勿論避難場所に行かれた時でもい

いんですけれども、対策本部、災害対策本部、役場のほうにですねご連絡していただく

ように思っております。 

そうした方がおられましたら、初めからですね公共施設、町のそうした指定避難場所へ

然るべきスペースを設けてご避難をいただくということを考えております。 

また、先ほども申し上げましたけども、そうした健常者とか体がそうしたこともござ

いますので必要に応じてということになるかと思いますけれども、宿泊所をですね今回

避難場所としてお願いしておりますので、いろんな状況に応じてそうした宿泊場所へ、

宿泊所にですね避難いただくとか、或いは県の中山間研究センターにご避難いただくと

か、そこらは災害対策本部でですね、いろんな様子をお聞きしながら然るべき対応をさ

せていただきたいと思っております。 

このことにつきましては、今月の自治会を通じましてですね住民の皆様方にも周知を

しようということで今おるとこでございます。そしてまたこれ県の対策のポイントにも

ある訳でございますけれども、ここら避難の場所によりまして、自治会で運営していた

だく場所もあるわけでございますけれども、この避難所の開設と同時にですね、避難者

の方の健康状態の確認もですね、していただく。あるいは問診とか検温などそうしたこ

ともしていただきたい。そうしたことも又しなくてはならない、というふうに思ってお

ります。 

それから、３密を避ける対策ということでございますけれども、これにつきましては

パーテーションの設置、或いは簡易ベッドなどの準備によりまして避難所のレイアウト

を工夫をして対応するように考えております。簡易ベットにつきましては次、また述べ

ます。 

備品の確保ということでございますけども、ああしてコロナウイルス感染防止対策を

しながらの避難所運営、様々な備品が必要となります。 

まずはですね、住民の皆様方にも、これまでの非常持ち出し品のほかにですね、咄嗟に

は中々ちょっと難しいこともあるんじゃないかとご指摘ございましたけども、そうした

マスクや体温計、消毒液、消毒液は不足しております。これない方も勿論あるかと思っ

ておりますけれども、そうした必要なものが準備、可能な限り準備できる方につきまし

ては、そうしたものを準備していただくよう周知し、お願いもしたいというふうに思っ

ております。 

町といたしましてこれまで備蓄しておりますのは、非常食、飲料水、マスク、消毒液

などでございます。あらたにですね、感染防止用のマスク或いは消毒液の追加調達をす

すめておるところでございます。また、非接触型の体温計やパーテーション、そして簡

易ベッド。ちょっとうちで考えておるのが、段ボールではなくしてですねビニール製と

いいますか、少しそうした簡易ベットのほうがよりいいんではないかということで担当

のほうで申しておりますので、その簡易ベットをですね、今発注をしておるということ
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でございます。今後の予定としては、80 セット今予定をしておりまして、中々ないので

はないか、品があるかね、という話でございましたけれども、県のほうともですね備蓄

品のことについては、いろいろ点検しながらこの飯南町も県にあるものも貸与いただく

ということにしております。この段ボールベットにつきましては、島根県が段ボール協

会と提携をしておられるということでパーテーションの代わりにはなると思いますけれ

ども、そうしたことでですね、安定な供給ということを図っていかなくてはならないな、

というふうに思っております。あと使い捨て手袋でございますとか、エプロンなどにつ

いても準備も進めておるということございます。 

まずは、ここまででそういうことでございます。 

○３番（伊藤 好晴） 議長。 

○議長（早樋 徹雄） ３番、伊藤好晴君の質問を許します。 

○３番（伊藤 好晴） はい。 

  はい。答弁いただきました。危険な場合には避難をするのが原則、で対応していかな

ければならないということがありましたけれども、それを念頭にですね以下の質問に移

りたいと思いますが、その前に段ボールベッドの必要性について私は提案した訳ですけ

れども、ビニール製で 80 床用意するんだと。別段段ボールで出来ないとかいうことでは

なくてですね床から少し上がらないと感染防止の効果がないということで、それで段ボ

ールでも何でもいいですから少し高めにすべきじゃないかな、と思ったもんですから。

きっと大方一番安いのは紙製だろうと思って段ボールベッドを挙げましたのでご承知い

ただきたいと思います。 

 先ほどのどうしても危険が迫った時には、自ら避難してもらうという大原則を考えた

時にですね、様々な場面が思い浮かべられますが、実際に本町において大きな災害が今

まで経験してませんので中々なんですけども、よその市町村を見た時にはあるわけです

よね。そういうところの経験がなんぼかもネットで探しましたら出てきました。二つほ

ど紹介しますけれども一つは、３月 11 日に北海道の標 茶 町
しべちゃちょう

、ここを豪雨が襲っており

ます。その時は、北海道独自の緊急事態宣言下であります。密集を避けるために、避難

所である町営の体育館の床にテープを貼って、こう区分けをしたわけですね。１人あた

りのスペースを２メートル四方としておりますから、４平方メートルに区切って対応を

した訳であります。その時に広さとして換算すると、恐らく 4.7 倍ぐらいの広さはいる

だろうということでした。地域防災計画がありますけれどもそこでは、この体育館には

500 人収容する予定でしたけれども、実際には 200 人しか入らないと。2.5 倍の面積が必

要になったわけであります。 

またこないだ、これは報道でもありましたけれども、東京都の荒川流域。ここでの計

算、計算上の話ですけれども避難すべき人の２割程度しか収容できなかった、できない

ということも報道されました。それで先ほどからも出ていますけれども、避難所は「人

を選んで受け入れる場所ではない」そういうふうに考えております。したがって、先ほ
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ど町長も言われましたけれども「症状がある人」いわゆる感染症状がある人。それから

症状はないけども「ちょっと調子が悪い」或いは身の回りに病気の方がいらっしゃる、

そういう人。それと全くそういうことはなくて元気な人。この三つぐらいに分けて家族

単位で過ごしてもらうというのが理想じゃないかな、と思っておりまして、現在町が指

定している避難所でそういうことが対応できるのか、というところをですね、いわゆる

避難を希望する人を全て受け入れることができるかどうか、そこのところをお尋ねした

いと思います。 

○議長（早樋 徹雄） ３番、伊藤好晴君の質問に対する答弁を求めます。 

○町長（山碕 英樹） はい。議長。 

○議長（早樋 徹雄） 山碕町長。 

○町長（山碕 英樹） はい。番外。 

 あの、おっしゃる通りでございましてね。単純に言いますと、これイベントの場合で

すけども定員の半分しか入ってもらっては困る、今度はまた寝たりしますから、かなり

なスペースが少なくなるということで半分以上の、使用の半分以上になるということで   

のご心配と言いますか、そういったことの説明をいただきました。先ずはですね、これ

申し訳ない、手遅れをしておりますけれども今おっしゃるようなことで飯南町の例えば

大きな施設ですね、改善センター・頓原改善センター。先ずそれぞれ職員で早くにまず

今のようなことでのレイアウトを現場でやってみろ、と。或いは和室があるからそこへ

今のように熱がある方はそこで休んでもらうとか、いうようなことをですねそれぞれの

施設、これ町の施設になりますけども、まずそれをやることにしております。 

加えて先ほどから申し上げておりますけれども、ああして宿泊施設、いわゆる衣掛・

山荘・やまなみということでのそれぞれの大きな部屋もあるわけでございますけれども、

宿泊施設もあるということでそこをお願いしておるということと、加えて今回新たに島

根県中山間地域研究センターをですね、ああして本当に快くいただきまして今研究セン

ターのほうでは二階の大きな集会室ですね、ここはだいたい普通は 120 人ぐらいの定員

ですので、それからすれば 30 人か今のようにやると 30 人ぐらいは入っていただけるの

かな、という気もいたしておりますし、会議室もう１室これ 20 人定員ですけれども、お

借りできるということでございますので、そういうことで議員おしゃいましたように、

だいたいこの施設で新たなレイアウトで避難していただけるということは早急にですね、

ちょっとそこ数字も出しながら備えていかなくてはならないふうに思っております。ま

あ、今指示しているところでございます。 

○３番（伊藤 好晴） 議長。 

○議長（早樋 徹雄） ３番、伊藤好晴君の質問を許します。 

○３番（伊藤 好晴） はい。 

 次に言おうと思ったことを言ってもらいましてですね、まあ町として避難場所、今指

定している避難場所以外にもっともっと拡大をして、作っていこうということを今  
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答弁いただきましたけども、やっぱりそれ早くやっていただきたいな、と思ってます。

たまたま昨日降らなかったんですけども大雨が降る可能性もあるよ、という情報があり

ましたのでですね、できるだけ早い時期にお願いしたいと思ってます。 

で、このことについては国がこのコロナ、新型コロナ下での災害の場合には通常より

多く避難場所を開くようにこれはもう都道府県に通知をしておるところであります。先

ほど言われましたように、調べてみましたんですねいろんなところ。すると宮城県の気

仙沼では 12 あった施設を 25 に増やしてみたり、それから徳島県はサブ避難所というも

のを作ってですね、消防団の詰所とかですね民間の事業所の事務所じゃないと思います

けどもなんかそういうところを借りて、そこも避難所にすると、いうところもあるよう

でしてね、いろんな所を活用するような努力をお願いしたいと思います。 

 で私が思うのにですね、自治体が避難場所を準備する。これ当然でありますし重要な

側面持っておりますが、住民が自らの命をどう守っていくのか、ということをですね積

極的に考えなくてはならない、そういうことだと思っております。 

今回新たに示されておりますのが、“マルチ避難”という避難の仕方です。これは、避

難所以外の安全な場所も選択肢に入れるという考え方であります。その中には本町には

少ないのですが、鉄筋造りのマンション或いはホテルなどが含まれておりました。 

それから自家用車。まあ車庫があって入っとれば、その車庫の中の車というのも含まれ

ております。それから「在宅避難」、これ先ほど言われてますけれども、これも自宅が浸

水などの恐れが低い場合には、自宅を緊急的な避難場所にするということもできます。

その場合には生活必需品も１週間程度の備蓄をしておかなくてはなりません。事前に自

宅に想定される被害を把握した上で出来る避難の方法でありますので、特にこれは避難

所での３密を防ぐということには、大きな効果があるんではないかと思っております。 

 住民の皆さん一人一人がですね、家族が中心になりますが、ハザードマップを基にし

て、わが家が安全かどうか、まずこれを判断してもらう。これ急ぎますよね。事前にや

っておかなくては災害が起きてからでは出来ませんので。それで親戚とか知人宅を避難

先と避難先の選択肢に入れてもらうことも考えてもらう。それも地震で交通が寸断され

る恐れは充分にあるわけであります。ですから歩いていける範囲内で選んでもらうとか

ですね、相手にも事前に相談をしておく、これは当たり前ですけれどもそういうことが

必要になります。 

そういう中身を自ら避難をどうしていくのか、こう真剣に考えてもらうことが重要で

はないかと思っております。そして自治体として、それをバックアップしていくことが

重要な要素となると考えられます。 

この件についてのお考えを伺います。 

○議長（早樋 徹雄） ３番、伊藤好晴君の質問に対する答弁を求めます。 

○町長（山碕 英樹） はい。議長。 

○議長（早樋 徹雄） 山碕町長。 
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○町長（山碕 英樹） いわゆる本人自ら身を守るということのご指摘だと思いますけど

も、ちょっと通告いただいたことと流れが少し私の取り方があれなんで、さっきのこと

があってはいけませんけれども、これまでも申し上げてお願いをしていますし、また議

員からも今触れていただきましたけども、ありがとうございます。 

地域の実態に即した避難場所の設定、そして日頃から避難経路を確認していただくこ

となどの住民自ら考えていただく自助の大切さ、まず災害ということについては自分が

自分の身を守る、自分の家族を守る、このことを先ずはお願いしますね、ということを

これまでもお願いしてきておりますけれども、そういったことでこれまで防災訓練の地

区ごとの話し合いでの課題といたしなったり或いは反省点として問題意識を持っていた

だいておるわけでございます。まあそういうことで近年多発する大規模災害によって、

確実にですね住民の皆様方の防災意識は高まっているというふうに感じております。 

先ほどもありますように、新たにこの新型コロナに対応する避難所での対策というこ

とが迫られておる訳でございまして、種々議員からはこれまでより新たな避難場所とし

ての考え方というのもご提示をいただきました。勿論これまでもあるように自宅でも垂

直避難というようなことも言われておるわけでございますし、そうした判断をしてくだ

さいと、いうことも言っておるわけでございますし、各それぞれの家の状況によっては、

いくら目の前に避難所があっても川を渡らなくてはならないということ。災害の種類に

よってですね避難場所もいろいろ変わってきますよね、ということも確認をしてきてお

るところでございまして、ああして先ほどもご質問ございまして、９番議員からござい

ましたように、これまでの飯南町のあり方としては、知人・親戚の方へ、親戚の家のほ

うへ或いは実家のほうへですね避難をしていただくということがあった訳でございます。

そうした自主的な避難先をですね平素から考えていただくということが非常に大切にな

っておるわけでございます。 

その中で議員からハザードマップというご指摘もいただいたわけではございますけれ

ども、率直に申し上げまして、今飯南町の大部分がですね山に接しておってイエローゾ

ーンにもなっておる、或いはハザードマップにも危ない箇所があるわけでございますけ

れども、そのような中であるからこそ議員おっしゃるように平素から自分の家はどうい

う状況にあるんだということをですね確認をしておく、備えをしておくことがさらに大

切ということを今ご質問いただきながら改めて私もですね、そのように感じたところで

ございます。そのそうしたことを諸々をですね整理も致しまして、先ほども言ってます

けども、こうした新しい形の避難のことについては今月の自治区長会においてですね、

その具体的にこういうことだということもお示しをして協力も得たいと思っております

ので、そうした対応に努めてまいりたいというふうに思っております。 

○３番（伊藤 好晴） 議長。 

○議長（早樋 徹雄） ３番、伊藤好晴君の質問を許します。 

○３番（伊藤 好晴） はい。 
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 通告書にちょっとクレームが付きそうになりましたけれども、ちゃんと書いておるつ

もりなんです。避難場所を住民自ら選択し準備することを促すことが重要だと。そこん

ところの話で答弁いただきたかった訳でございます。それでその住民に真剣な検討とい

いますかね、それを促さないと今のままで推移しますと中々いざという時に避難に繋が

らないんじゃないか、という思いで質問しておる訳でございます。 

何でかといいますと、これ総務課長からもいろんな形で話がありましたけれども、正常

性バイアスといって良いのか悪いかわかりませんけれども、そういうものがよく働きま

す。自分にとって何らかの被害は予想される状況下ではあるけども、それを正常な日常

生活の延長上の出来事として捉えてしまって、都合の悪い情報を無視し、「自分は大丈夫」

「今回は大丈夫」「まだ大丈夫」、「うちは災害起きてないから」、こういうことでですね

過小評価をして、現実的には逃げ遅れの原因となる、そういうことを心配しておるわけ

でございます。 

このことはですね、私を含めてですね多くのみなさんが自分の中に持っておるその感情

だと思うんですよ。だけどそれを何とか打ち砕かないと中々避難の検討に至らない、と

いうことを思っております。ですからそういうところでですね、住民がそれを積極的に

考えることができるように促していくことが私は自治体としての一つの責務であろう、

というふうに思っておりますのでそこらへんを是非ご尽力いただきたいと思います。 

このことについて答弁を求めてこの質問を終わりたいと思います。 

○議長（早樋 徹雄） ３番、伊藤好晴君の質問に対する答弁を求めます。 

○町長（山碕 英樹） はい。議長。 

○議長（早樋 徹雄） 山碕町長。 

○町長（山碕 英樹） はい。番外。 

 続いてのご質問いただきました。先ほどのご質問の避難場所の住民自らの選択肢での

趣旨であるということにつきまして、ちょっと私の勘どりがですね悪うございまして、

失礼致しました。ご答弁いたしましたのも、いわゆる自助ということでまさに議員おっ

しゃるように、まずは自らのことをしっかりと日常的に考えましょう、考えてください

ね、ということでございます。それについて町がしっかりとそうした意識啓発をする、

また今の場合によってはサポートをする、ということをしっかりやれ、ということだと

思っております。これまでもそういうふうに努力を重ねておりますけれども更にしっか

りやれ、ということだと、の趣旨だと思います。努めてまいりたいと思います。 

それと関連して次のご質問でしたけれども、議員おっしゃるとおりです。自分は大丈

夫、今回は大丈夫だろう、ということがやっぱりそれぞれ人間ですからというのはちょ

っとふさわしくないかもしれません、適切じゃないかもしれませんけども、そうした思

いに至ることが否めないことで、これまでもいろんなですね事象が実証しておりまして、

いわゆる避難が遅れたことによって尊い命が亡くなったということは、いっぱい報道さ

れておる訳でございます。そのようなことでですね、先ほどの答弁とも重なるわけです
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けども、これまでいろんな住民の皆様方とそのこういうことについて考えてきた。特に

近年はですね、ああして各地域・自治区を中心といたしまして防災意識が高まっており、

防災活動への取り組みもですね本当に盛んに積極的にやっていただいておるわけでござ

いますけども、そうした中でもやはり、住民の皆さん方に更に危機感をもって日頃から

防災についてご家族や地域で話し合っていただくことが重要であるということでござい

まして、これ今具体的には先ほど来申しておりますように更にですね各自治区とも協働

しながら、或いはそうした養成をしながら意思啓発を一層積極的に高めていくような取

り組みをしなくてはならない、というふうに思うところでございます。 

そのためといいますか、一つといたしまして、ごく最近の流れといたしましては、あ

あして地域のそれぞれの防災力を高める、それぞれの地域のですねその防災というのを

自ら考えていただくということで地区ごとに育成が進んできております防災士のネット

ワーク、これをですね広げまして身近なところで防災について語れる場を設けるなど一

層の防災意識向上のための仕組み作りを進めていかなくてはならない、というふうに思

っております。重ねてこれまで各地域で取り組んでいただいております防災活動が一層

高まっていくことも期待をさせていただくところでございます。 

○３番（伊藤 好晴） 議長。 

○議長（早樋 徹雄） ３番、伊藤好晴君の質問を許します。 

○３番（伊藤 好晴） はい。 

 なかなか人心を変えるということにつながりますので、非常に大変な作業になるんじ

ゃないかと思っておりますが、これやらないと危険の度合いはずいぶん増しますので、

ぜひともご尽力いただきたいと思っております。 

次に、新型コロナウイルス対策が、家庭や教育へ与えた影響について、教育長に伺い

ます。通告書の中に何項目か丸、数字に丸を付けておりますけれども、④につきまして

は、教育次長とのやり取りの中で今回質問する意味がなくなりましたので、この質問は

割愛させていただきたいと思っております。このことは次長には通告済みであります。 

本町においては変則的な部分もありましたが、長期間にわたって学校休業が行われま

した。長期休業によって、子どもたちも家庭も少なからず影響を受けていると思います。 

  以下 5 点にわたって現状と対策について伺います。 

最初に小中学校休業等による子どもたちの学習や体力への影響とそれへの対策につい

てであります。 

相当長い期間の休校になって、学びは遅れております。また、運動不足によって、体

の柔軟性が失われている、こういう指摘もあります。現在の状況は休校前と比べてどう

変化しておりますか。掴んでおられますでしょうか。学習の遅れや体力を取り戻すため

にどのような対策で望まれるか伺います。 

特に中学校３年生は、高校受験を控え待ったなしであります。特段の努力が求められる

と思いますが、教育長の決意を伺います。 
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○議長（早樋 徹雄） ３番、伊藤好晴君の質問に対する答弁を求めます。 

○教育長（矢飼  斉） 議長。 

○議長（早樋 徹雄） 矢飼教育長。 

○教育長（矢飼  斉） はい。番外。 

  ３番議員より長期臨時休校によるですね、教育や家庭への影響についてご質問いただ

きました。 

  まずはじめにですね、学習や体力への影響と対策の中での、学習についてです。 

国からの要請に基づく３月中の臨時休校は、３月３日から 15 日までの 13 日間、近隣市

町の感染者判明を受けてからの臨時休校は、４月 11 日から５月 10 日までの 30 日間であ

り、土日祝祭日を省きますと、１・２年生は、５月７、８日の２日間。小学校３年生以

上は、３月、４月、５月併せてですね、25 日間の学校における学習活動について実施で

きていない状況であります。 

  しかしながら、町長の行政報告にもあったように、この間、小学校３年生以上は各学

校においてですね、適切に課題を課し、家庭訪問時や登校日にその学習状況を把握する

形で、家庭における自主学習の支援を行ってまいりました。 

学校からの聞き取りでは、休校期間中の課題について、真剣に取り組んだ児童生徒が

多数いる一方で、生活リズムの乱れにより学習に取り組めなかった児童生徒も数名はあ

ったと聞いております。 

５月 11 日に学校を再開してからは、生活習慣も随分と改善しており、中学生において

は、休校期間があった分頑張らなくてはと感じている生徒もいるようです。 

今後は、現在遅れている学習について、夏休みを９日間短縮し、１学期から２学期の

始めにかけて、早期に取り戻しを図るよう、進めているところでございます。児童生徒

の健康面やストレスなどにも配慮しながら、教育活動を実施してまいります。 

  続いて、体力面についてです。臨時休校期間中は外出を控えるよう通知をしており、

家庭内における適度な運動、ストレッチやですね縄跳びなどを推奨したところでござい

ます。 

しかしながら、議員がご指摘にあったように、休校期間中の運動量は明らかに少なく

なっており、体力や持久力の低下が多く見られるようです。 

このことについても、各学校で工夫をし、体育の授業や部活動における運動の調節を行

いながら体力の回復に努めるとともに、休み時間のマラソンや校外における活動を少し

ずつ増やし、心身ともに健康な児童生徒の育成に取り組んでまいります。 

  それから、中学校３年生についてです。受験が目の前にあって、こういう臨時休校が

あったということですけども、町としては、町の独自のですね、学力状況調査を１学期

中にやるつもりでございます。その状況を見てですね、支援しなくてはならない場合は、

登校日を設けたりですね、しながら対処しなくてはいけないと思いますが、まずはその

状況をちょっと見させていただいてですね、今、中学の方でも休校期間中でできなかっ
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た分ほどちょっとがんばらんといけんという、そういう気持ちというのは大事で、それ

が学力にも現れてくるんじゃないかなと思っております。そこはそこで見させてもらい

たいです。今後の対策をですね、立たせてもらいたいと思っております。 

  学校の方も充分それは承知しておられてですね、中３について、その以外の学年につ

いてもですね、取り戻せるようにがんばっていますのでお知らせしときます。 

○３番（伊藤 好晴） 議長。 

○議長（早樋 徹雄） ３番、伊藤好晴君の質問を許します。 

○３番（伊藤 好晴） はい、３番。 

  夏休みを９日間短縮して対応していくということですけれども、それで間に合います

か。時間的に。休んだのは相当長期間ですよね。９日間で穴埋めができればいいんです

けれども、そこは心配してます。 

  中学２年生までは、場合によっては次の学年上がってからでも、いろんな形で補うこ

とができると思いますけれども、中学３年生っていうのは、もう次高校に渡しますので

なかなかそのことができない。ですから、かなりの詰め込みと言うと言葉が悪いかもし

れませんけれども、そういう学習の仕方が出るんじゃないかと思ってますけれども、そ

この懸念しとるわけです。ですから、例えば土曜日を使うとかですね、その学習の遅れ

を補っていくとか、いうことも考えられますけれども、そこら辺のお考えないわけです

かね。答弁お願いします。 

○議長（早樋 徹雄） ３番、伊藤好晴君の質問に対する答弁を求めます。 

○教育長（矢飼  斉） 議長。 

○議長（早樋 徹雄） 矢飼教育長。 

○教育長（矢飼  斉） 番外。 

  先ほど土曜日等の、中３についてはですね、次はないので土曜日等の授業も考えてい

ないかということだったと思います。 

  校長会の方にもお聞きしましてですね、夏休みの９日の短縮等で元に戻せるだろうと

いうふうに伺っております。ただその普通の授業の時にですね、今まであった中学校の

総体だとか、色々な学校行事が制限されて、それをやめております。その時間というの

がですね、これもまたかなり学校行事等の分が出てきておりまして、そういう時間等も

考えてですね、校長先生の方にも、先生方にも相談して、こういう状態であれば９日間

のところでやれるだろうというふうに伺っております。 

一番は中学校の３年生がですね、学校もですけども、その意識を持って家庭でもです

ね、今までと違ったですね自分意識を持ちながら、それに向かって行くという、あわせ

てですね、学校も家庭と自分自身の勉強についてもですね、しながら、中３ばかりじゃ

ないんですけども、対応していかなくちゃいけないと考えております。 

○３番（伊藤 好晴） 議長。 

○議長（早樋 徹雄） ３番、伊藤好晴君の質問を許します。 
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○３番（伊藤 好晴） ３番。 

  教育委員会としては、学校と相談ずくの上での今の対処だと思ってますので、できる

んじゃないか、学校の先生も、大体こうやってやればできるわねということ言っておら

れたもんですので、それはそれでいいんですけれども、とにかく詰め込みにだけはねし

てもらいたくない。詰め込みになかなか理解ができると思ってないんです。カリキュラ

ム終わったけんいいわね、ではだめであって、中学校までの過程をきちんと理解をして

次へバトンタッチしていくということならないとだめだと思ってますので、そこらへん

は抜かりないと思いますけれども、よろしくお願いしたいと思ってます。   

  それで、先ほどの答弁の中で、生活リズムが崩れた子どもが何人もあるということ言

われました。私もそう感じてましてですね、特にスマホとゲームです。朝から晩までゲ

ームやっとったりですね、そういうところがですね散見されてですね、こりゃまずいな

と思っておりましたけれども、実態を掴んでおられますか。で、掴んでおられればちょ

っとそれを教えていただきたい。 

依存すると、いわゆる依存症みたいになってですね、もうそれがないと生きていけな

いという感じになりますので、そういうことになると困ります。そういうことがあるか

ないか。現実を見た時にですね、持っておられればお示しいただきたいと思います。 

○議長（早樋 徹雄） ３番、伊藤好晴君の質問に対する答弁を求めます。 

○教育長（矢飼  斉） 議長。 

○議長（早樋 徹雄） 矢飼教育長。 

○教育長（矢飼  斉） 番外。 

子どもの、スマホ依存やゲーム依存症の現状でございます。 

ちょっとその前にですね、先ほど学力についてですね、１つちょっと加えさせてもら

って、中３の対応ですが、夏休みに学習支援館で、中３講座等も開きまして支援をした

いと考えております。議員がおっしゃるように知識の云々でこれだけやらなくちゃいけ

ないと（聞き取り不能）教え込みだけでは、本当の学力にはなりませんので、そこは気

をつけて行きたいと思います。 

  話を戻します。スマホ依存やゲーム依存の現状についてご質問いただきました。臨時

休校期間中の家庭での過ごし方についても、各学校から保護者に通知するとともに、児

童生徒に事前に指導してきたところでございますが、小学校３年生以上においては、家

庭で過ごす時間が、かなり、大幅に増えたことにより、普段より使用時間が増えた児童

生徒はいるものと考えております。 

また、学校からも先ほど申し上げた、議員からもご指摘がありましたが、生活習慣が

乱れた児童生徒については報告がありましたが、スマホ依存、議員のご心配のあるスマ

ホ依存やゲーム依存などの深刻な状況はなかったと聞いております。 

また、臨時休校が長引くことも想定されたことから、オンライン授業等を検討するた

め、各家庭におけるＩＣＴ環境等を調査しておりますが、もともと児童生徒がスマート
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フォンやタブレットを所有している割合も高くない状況であり、保護者所有のものを共

有しているケースが多いと聞いております。 

これらのことから、スマホ依存・ゲーム依存までの深刻な状況にはないものと考えて

おりますが、引き続き、規則正しい生活習慣を身につけ、メディア依存にならないよう

に、学校を通じて計画的に指導を行うとともに、各家庭や保健福祉課との連携強化を図

って取り組んでまいりたいと思います。 

○３番（伊藤 好晴） 議長。 

○議長（早樋 徹雄） ３番、伊藤好晴君の質問を許します。 

○３番（伊藤 好晴） ３番。 

  答弁の中で、在宅学習について触れられました。それで私も長い間登校できない場合

にですね、在宅学習、いわゆるまたは、在宅授業、いうことが必要になってくるんじゃ

ないかなと思っております。 

  今回見てもですね、企業においては、テレワークという方法で、３密を回避しながら

の業務遂行が行われております。授業についても、インターネットを使って、自宅で授

業を受けることが可能と考えております。いわゆる「同時双方向型」のオンライン教育

であります。 

ただし、すべての児童生徒の自宅でインターネット環境の構築と端末機器の設置が求

められます。これは先ほど答弁の中で言われました。 

 児童生徒の自宅でのインターネットの接続環境と端末の所持について、これは、親など

の何でも構いませんが、子どもが使える端末の処理については調べておられますか。わ

かっておりましたらご開示いただきたいと思います。 

  本町ではですね、ずいぶん前からＩＣＴによる授業導入が図られてきました。そうい

う中で、在宅授業についての可能性はどのように考えておられますでしょうか。 

 この在宅でインターネットで授業するなんてのは、直接の授業には遠く及ばないとは考

えられますけれども、「学びの遅れを生まない」一つの方法として考えるべきと思ってい

ますけれども、どうお考えでしょうか。お尋ねします。 

○議長（早樋 徹雄） ３番、伊藤好晴君の質問に対する答弁を求めます。 

○教育長（矢飼  斉） 議長。 

○議長（早樋 徹雄） 矢飼教育長。 

○教育長（矢飼  斉） 番外。 

  家庭でのオンラインの状況でございますが、ちょっと通告の方でそういう旨のことも

らったら調べますけど、これも先ほどＩＣＴ環境調査しておりますというところですね、

在宅で、特に中学校ですが、８世帯、正確ではないかもしれませんけども、できないけ

ども、あとはできると。いう形でしとります。 

中学において、両中一緒じゃないんですけども、テレワークというか在宅の学習に向

けて進められている学校もあってですね、その環境ネットのないところは、できるとこ
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ろで行って、例えばバスで学校であったり、公民館であったりと、そういうことをして

実績をですね、今積んでおられるところです。 

それに向けて特に中学はですね、それに向けて可能が大きいじゃないかと、先ほども

中３問題もありましたけども、特に中３からそういうことを最初に手掛けてですね、今

実際に少しづつやってる学校もあるし、それに向かって行きましょうという形ですね。

今進めているとろでございます。 

○３番（伊藤 好晴） 議長。 

○議長（早樋 徹雄） ３番、伊藤好晴君の質問を許します。 

○３番（伊藤 好晴） ３番。 

  答弁の内容が理解しがたかったわけですけども、今後そういう方向で検討していくと

いうことでよろしいでしょうかね。 

  今、８世帯ですか。ネットにつなげない所があるということですけども、インターネ

ット構築環境は保護者の負担がありますよね。ぜひともそこらへんはですね、クリアを

していただきたいなと。 

  端末は学校が所持しているタブレットなど、例えば貸し出すとかですね、いうことも

可能なわけですから、そういう対処ができますが、問題はネット環境。これはやればお

金がいりますので、そこを何とか考える努力をですねしていただきたい。そのために町

がひと肌脱いでですね、ネット環境については事務組合との相談もしながらですね、費

用負担が増えないような、そういう方策をとっていただきたいなと思っております。こ

れは、今、どうこうならんと思いますのでぜひとも検討をしていただきたいと思います。 

  この間、長いこと、大人も子どもも、外出自粛がずっと呼びかけられてきてですね、

かなりストレスがたまっています。東京見ましたら宣言解除と同時にどーっと人が出ま

すけども、これやっぱりそのストレスを発散したいというのがあるんだと思ってます。 

  そういう中でですね、私心配するのは、この前一般質問しましたけども、児童虐待、

あるいは家庭内暴力。そういうことが発生してないかということです。実際に町内では

表面化しておりませんので平穏に見えますけれども、子どもの様子を見たりですね、い

くらかでも感ずることができる話じゃないかと思ってます。できないかもわかりません

よ。そういうところの調査はしておられますでしょうかね。しておられればそれを教え

ていただきたいし、もし仮にそういうことが、事件があった場合には、事件というと言

葉が悪いですけども、そういう事例があった場合には、相談体制を整えなければなりま

せんが,そこらへんはどういう体制を持っておられますか。お尋ねをいたします。 

○議長（早樋 徹雄） ３番、伊藤好晴君の質問に対する答弁を求めます。 

○教育長（矢飼  斉） 議長。 

○議長（早樋 徹雄） 矢飼教育長。 

○教育長（矢飼  斉） 番外。 

  ３月からの長い臨時休校期間中にもですね、いろいろと家庭でのことについて、議員
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から、児童虐待とか家庭内暴力とかいうところがありました。全国的には児童虐待とか

家庭内暴力の報道もあったところです。これについてのアンケート、実態調査をですね、

学校によってしているところ、ございます。そのことは、また学校から上がってきます

ので、学期に１回だとか、その期間はいろいろとありますけども、それからあとは、教

育相談等ですね。聞きながら、それからあとはすぐには見えないですけど、健康診断と

か体重測定とかで、あざとかですね、そういうとこがあれば報告するという形になって

体制をとっております。 

  それから体制で、もしもそういうことがあった時の体制でございます。児童相談所に

報告することはもちろんですけれども、本町の保健福祉課と連携をしながら、そういう

体制は整えております。 

○３番（伊藤 好晴） 議長。 

○議長（早樋 徹雄） ３番、伊藤好晴君の質問を許します。 

○３番（伊藤 好晴） ３番。 

  現状では、まだ、まだというのはいけませんが、見当たらないということですので、

ひとつ安心はしてますけども、児童虐待にしても家庭内暴力にしてもあってはならない

ということは、みんな知ってることですので、日頃から留意してもらってですね対処し

ていただきたいなと。 

一部アンケートのない学校があるみたいな形、話されましたのでぜひすべての学校でア

ンケートとるならですね、町内全部でやってしまっていただきたいなという気がしてお

りました。 

  次にうつりますけども、休校期間中に、中学校 1 年生の子に、一人ですけども会いま

してちょっと話をしたんですけども、「中学校へ入学しましたけども、1 日しか出校して

いません」と話してまして、いろんな希望とかですね、期待を持って入学したけども、

入学式だけであとないわけです。その子にとってすれば、おそらく大きなストレスがか

かったんじゃないかなというふうに思っておりますが、そこらへんはどういうふうに感

じておられますでしょうかね。 

  もし、仮にストレスがあるようならば、これは解消されなければなりませんので、努

力をお願いしたい。もうしておられればその内容をお話いただきたいと思います。 

○議長（早樋 徹雄） ３番、伊藤好晴君の質問に対する答弁を求めます。 

○教育長（矢飼  斉） 議長。 

○議長（早樋 徹雄） 矢飼教育長。 

○教育長（矢飼  斉） 番外。 

中学１年生の１日しか出ていないというところについてお答えする前に、先ほどの児

童虐待等の調査についてですが、どこの学校も年に１回以上はしておられます。その期

間はちょっとそれぞれに違うということで、ご理解をお願いをしたいと思っております。 

議員からもご心配いただきました、中学１年生について、ほんとに１日しか４月のと
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ころ出ておりませんでした。中学校生活にですね、期待と不安を抱えて入学したことと

思っております。入学してすぐに臨時休校となり、約１ヶ月間ですね、中学校における

学習の仕方もほとんどわからないまま、自宅で過ごすこととなりですね、これについて

は大変申し訳なく思っております。 

中学校１年生のですね、その対策でございますが、休校期間中は、他の学年同様、生

徒の健康状態や学習状況について、学級担任を中心として状況把握に努めてきたところ

です。中学校１年生についても特別変わった様子もなく、学校再開後にも生徒からの相

談等も受けていないと聞いております。 

 学校再開後の５月 11 日からは、中学校における学習の仕方や学校生活について説明や指

導を行い、また、部活動においても１ヶ月遅れですけれども、入部し、生徒たちは少し

ずつではありますが、中学校での学校生活に慣れてきているようです。 

  今後も、学校における教育相談やスクールカウンセラー事業等を活用して、生徒が抱

えている不安や悩みを引き出して、保護者面談において家庭における様子を確認したり

しながら、生徒の不安やストレス解消に取り組んでまいりたいと考えております。 

○３番（伊藤 好晴） 議長。 

○議長（早樋 徹雄） ３番、伊藤好晴君の質問を許します。 

○３番（伊藤 好晴） ３番。 

  答弁いただきました。先ほどの虐待と家庭内暴力のことでアンケートについて、全校

でまちまち、期間まちまちではあるけども、やってるということ言われましたけども、

やっぱりですね、今報道の中でも、家庭内暴力すごく出てるんです。今。全国的にです

よ。うちじゃないですよ。やっぱりそれは、１つの外出自粛要請で、みんなが家に閉じ

こもるところから一番発生するんじゃないかなと私は思ってます。 

ですからそういう時にこそ、これはその時期にはやっていただきたいなと。へいぜい

やっとる分じゃなくてですね、こういう非常に緊急事態が発生したんだと。その時に子

どもも大人も大変なところにおかれたわけです。この時だからこそやっていただきたい

なと思っておりますがいかがですかね。後からご答弁いただければいいです。もう時間

が押してきましたので、最後の質問にうつります。 

  これは、就学援助を受けている世帯への「昼食代」の支給の実施についてであります。 

 これ文部科学省から事務連絡が出とるということで、参照してくださいと書いてました

ら、そんなもん出てないよと言われてましてですね、いろいろやり取りしたんですけど

も、見つかったとも見つからんかったも言われませんでしたが、そこらへんも含めてお

願いしたいと思います。 

長期休校によって、学校給食がなくなった子どもたちのために、就学援助を受けてい

る世帯へ「昼食代」を支給する自治体がひろがっております。朝日新聞が５月 19 日に報

道しましたが、道府県庁所在地、政令市、東京 23 区のうち 24 市区が｢昼食代｣を支給、

あるいは支給予定と回答しております。全体の 32％であります。 
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  この問題では、支給されてきた生活保護世帯だけではなくて、就学援助、準要保護世

帯への支給が国会での議論の焦点になっておりました。その中で文科省は、５月 19 日付

けの「事務連絡」で準要保護者についても通知しております。その中で「要保護者への

対応のご趣旨をご理解いただき、御対応いただくようお願いします｣としております。先

に述べた支給自治体 24 市区は、｢事務連絡｣発出前の数字であります。そういうことから

それ以後増加しているものと思っております。本町の対応はどうなっておりますか。ま

だでしたら直ちに支給決定されるよう求めたいと思います。答弁を求めます。 

○議長（早樋 徹雄） ３番、伊藤好晴君の質問に対する答弁を求めます。 

○教育長（矢飼  斉） 議長。 

○議長（早樋 徹雄） 矢飼教育長。 

○教育長（矢飼  斉） 番外。 

  就学援助のことの前に、先ほどの家庭内暴力、児童虐待についてですね、すべての学

校がアンケートをとったりだとかですね、一人一人教育相談に応じたりとか、それは通

常の定期的以外にですね、やっぱり（聞き取り不能）で実施しております。 

 何らかの形で、そのアンケートというか聞き取りというか、アンケートと言われたので

その聞き取りだとか、そういうふうに、普段の中の、改めてアンケート云々をするとい

う形ではなくてですね、それなりにですね、応じておると思います。 

  それでは、先ほど議員からありました就学についてですね、教育委員会の方でも調べ

まして、おっしゃるとおりに事務連絡等でですね、厚生労働省そして文部科学省ですね、

就学援助の生活保護世帯にですね、学校給食の取り扱いについて通知はございました。 

各自治体で実施している就学援助制度は、国の生活保護世帯に支給されている要保護

児童生徒援助費に準じており、本町でも要綱を定めて実施しております。議員からご提

案のあった臨時休校期間中の対象世帯の昼食代補助につきましては、全国でも既に独自

に支援している自治体もあり、近隣市町においても支給する方向で検討されていると聞

いております。 

議員のおっしゃるとおりに、確かに、臨時休校期間中においては、就学援助の認定世

帯においては、児童生徒の昼食代が負担増となっている状況であり、本町においても必

要な支援であると考えます。今後早急に支援策の内容をまとめ、臨時休校に伴う保護者

の方への負担軽減に向けて取り組んでまいります。以上でございます。 

○３番（伊藤 好晴） 議長。 

○議長（早樋 徹雄） ３番、伊藤好晴君の質問を許します。 

○３番（伊藤 好晴） ３番。 

  だいたい質問終わろうと思ってましたけども、ちょっと気になりましたので。 

  災害があったりなんかの時も、アンケートを取っておられる。と、今、言われました

よね。なんかあった時には。その前の答弁では、時期はまちまちだけども全校でやって

おるというふうに言われましたけども、どっちが本当なんでしょうか。 
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  今回のコロナウイルスの問題については、私はもう災害だと思ってます。ですから、

こういう時だからこそアンケート取ってくださいよと、さっき言ったんです。 

  ですからですね、これ、改めていろんなことがわかると思いますので、全校で実施し

ていただきたいと思いますけどもいかがですか。 

○議長（早樋 徹雄） ３番、伊藤好晴君の質問に対する答弁を求めます。 

○教育長（矢飼  斉） 議長。 

○議長（早樋 徹雄） 矢飼教育長。 

○教育長（矢飼  斉） 番外。 

  実態調査についてですが、教育委員会として統一したというアンケートの方はしてお

りませんけども、どういう調査をされたかというところ、調査しましてですね、こうい

う場合の時には、おっしゃるとおり大切な時期でありますので、私たちは形はどうであ

れ子どもの実態を学校側は掴んでほしいというところは一緒ですので、そういう形で先

ほど言いましたようにもう１回聞きながらですね、対処したいと思います。 

○３番（伊藤 好晴） 議長。 

○議長（早樋 徹雄） ３番、伊藤好晴君の質問を許します。 

○３番（伊藤 好晴） ３番。 

  通告しております内容終わりましたので、これで質問終わります。 

○議長（早樋 徹雄） ３番、伊藤好晴君の質問は終わりました。 

  ここで暫時休憩をいたします。 

 

午前 11 時 38 分休憩 

 

午前 11 時 40 分再開 

 

○議長（早樋 徹雄） 本会議を再開いたします。 

  一般質問を続けます。 

10 番、安部 丘君。 

○10 番（安部 丘） 議長。10 番。 

○議長（早樋 徹雄） 10 番、安部 丘君。 

○10 番（安部 丘） はい。10 番。 

  通告に従い、質問いたします。 

新型コロナウイルスの感染拡大により、４月 16 日国は、緊急事態宣言を全国に拡大し

ました。本町でも、小・中学校の臨時休校をはじめ、県外への移動の自粛や宿泊・入浴

施設の営業休止、飲食店での店内飲食の自粛など、次々と感染拡大防止対策が取られま

した。町民の皆さまにも、事態を真摯に受止められ、三密を避け、外出を控えられ、マ

スクの着用と手洗いの消毒を励行されるなど、感染拡大防止対策に取り組まれ、お陰で、
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本町には新型コロナウイルスを持ち込まず、第１波を乗り切ることができました。皆さ

んのご協力と辛抱に、感謝するばかりです。 

５月 25 日に国の緊急事態宣言が全国で解除され、６月１日には中国５県で県境を越え

た移動の自粛も解除となり、新たな日常への歩みが始まりました。 

この間に繰り出された町の対応施策として、マスク配布、特別定額給付金の早期支給、

福祉施設への感染症対策応援金、商工業者への対策応援金、ふるさと応援宅急便など早

急な支援策の展開と遂行には、多くの町民から、そして中小企業・福祉施設の経営現場

から、沢山の感謝の言葉をお聞きしております。一方で、秋には再び感染拡大が懸念さ

れており、多くの課題も残っているところです。中でも危惧しておりますのは、看護師

や介護従事者が不足していることへの対応です。この度、町は、小中学校を休校とする

際に、病院と福祉サービスを維持するために、１・２年生は出校することとしました。

後に是正されましたが、看護師や介護従事者が不足しているという課題は置き去りにな

ったままです。 

民間の各施設では、経営面から余剰な雇用は出来ませんし、かといって、必要に迫ら

れ求人をしても解消に時間を要するのが現状です。ある施設におかれては、今年の２月・

３月と看護師が施設基準を下回ったことで、介護報酬が大幅減額となったと伺いました。

どの福祉施設も大変なご苦労をされながら、多少の人員余剰は覚悟をした上で、有資格

者の獲得に動かれていますが、町内で新たな人材が生まれくるのは極めて希なことです。

町も人材不足の緩和を図る施策として、「医療および福祉従事者確保対策助成金」を設

け、今年度も数名の学生が助成を受け就学されています。これは長期に渡り継続的に人

材を確保する上で有効な施策ですが、今は、看護師やケアマネージャーと言った有資格

者を中心に短期間で雇用を拡大し、病院や福祉事業全体の体制に余力を持たせ、次への

備えをするときだと考えます。 

それぞれの施設には従来通り計画的な人材確保をして頂きながら、これとは別に飯南病

院や地域包括ケアセンターが受け皿となり、不足傾向にある人材を採用し勤務していた

だきながら万一施設で人員不足に陥った時には、一時的に応援勤務なり派遣なりで対応

する仕掛けが実現できれば、不測の事態に対応する上で大きな助けになります。 

都市では福祉施設の廃業も多く、また、都市より地方で働きたいという希望者も１割

増加しております。町が主体となった求人で求職者に安心感を持たせ、町外・県外に積

極的な求人活動を展開するチャンスだと考えます。 

次に、町内の商工事業者も、外食や宿泊の休止、加工業は納入先の休止など、２ヵ月

間で大変大きな影響を受けおられます。国の助成金や「つなぎ融資」を活用しながら、

苦しくても雇用は維持し、やっと再スタートを切られたところです。 

助成金など申請手続きにおいては、商工会が適宜相談に応じられ助けていただいたと聞

いております。町長が、行政報告で申されました通り、早急な回復は期待できず、今後

の状況次第では追加の支援も必要となるものと思われます。 
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町内事業者の中には、この苦境の中あって堪え忍ぶだけではなく、新しい日常に対応

していくために業務改善を検討し、進めておられる会社もございます。移動の制限や密

集を避け、遠方の社員や待機社員との報告・連絡を共有し、業務の見える化を図るため

グループウェアを導入されたり、取引先との打ち合せや商談にオンライン会議を検討さ

れる事業者もあります。こうした取り組みは、本町が２年をかけ全戸光ケーブル化を実

現し、都市部にも劣らぬ通信基盤を整備した賜物です。これを有効に活用した独自の支

援策を打ち出し、「新しい日常を実現できる町」として町内外に発信しては如何でしょ

うか。 

 以上です。 

○議長（早樋 徹雄） 10 番、安部丘君の質問に対する答弁を求めます。 

○町長（山碕 英樹） はい。議長。 

○議長（早樋 徹雄） 山碕町長。 

○町長（山碕 英樹） 番外。 

  10 番議員からコロナ感染症による見えてきた課題、或るいは今後への対応ということ

でのご質問をいただきました。 

 この新型コロナウイルス感染症へのこれからの対応につきましては、「新しい日常生活様

式」に習いまして、或いはまた今後の状況、情報を的確に捉えながら対策をとりまして、

安心して暮らせる町づくり、地域の振興に取り組んで参らなければならないというふう

に思っております。 

  議員からもございましたけれども、これまで町民の皆さん、各事業所の皆さんに様々

な影響がある中で、それぞれに対応、ご努力をいただき、先ほども申し上げましたけど

も、病院や福祉施設においても、限られた職員の人数の中で、感染防止対策をとりなが

ら利用者の皆様へのサービスを続けていただいておりまして、心から感謝をする次第で

ございます。 

  議員がご指摘なさいましたように、以前から医療、介護、福祉の人材確保は重要な課

題として横たわっておるわけでございます。この新型コロナウイルスへの対応を目の当

たりにいたしまして、一層力を入れていく必要があるというふうに私も感じたところで

ございます。 

これ議員からご紹介いただきましたけれども、これまでの人材確保の取り組みといた

しましては「就学助成金」や「就業支度金」の制度を設け、また「人材確保支援センタ

ー」の設置、そして島根県知事への要望活動などを行ってきておるわけでございます。

この最近のところでは福祉施設協議会と一緒になりまして外国人材を得ていこうという

ことでいろいろとシステムを考えとった訳でございますけれども、このコロナで今頓挫

しておる訳でございます。それで諸々努力しておりますけれども全ての課題を解消でき

るほどの成果に至っていないというのが現状でございます。改めて、先程おっしゃいま

したように、このコロナのことでクローズアップされてきたということでございます。 
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  そうした中で、議員から「病院などを受け皿にした派遣システムを」というご提案を

いただきました。実は、これ長い間の課題であるわけでございます。一時は、ああして

Ｉターンの方が看護師さんだったとか福祉関係の仕事をされておったということで良い

状況のことがあったんですけれども、この近年そうしたこともなくなりましてですね、

非常に厳しい現場の状況にあるわけでございます。 

そのことからこの議会構成の前の議会の一般質問でございますけれども、そうした中で

議員が今ご提案されましたことと一緒の考え方になるんですけれども、こうした人材を

確保することにつきまして、一つの方法として町がそうした人材を採用いたしまして必

要な施設で、定期的に勤務をいただくことも考えなくてはならないということの答弁も

させていただいた、考え方も示させていただいた、おったことがあるわけでございます。 

それ以来、このことも頭に入れましてですね人材確保に努めておるわけでございますけ

れども、実情、実態としては先ほど議員余剰の人員ということもおっしゃいました。今

まさに通常の運営をする人材もない、ということでございます。本当にですね人材が不

足しておるわけでございます。このシステムづくりというのも進んでいない、というこ

とがあるわけでございます。 

そのような中でですね、今私も非常に期待をしておるわけでございますけれども、現

在、設立にむけて検討をいたしております、細田先生肝入りの「特定地域づくり事業協

同組合」でございますけれども、これは様々な分野での人材を得るためのものでござい

まして、議員ご提案と同様の考え方であるわけでございますけれども、基本は「労働派

遣事業法」に則って運営されるということでございます。議員ご承知のとおりでござい

ます。実は、看護師の派遣というのは禁止をされております。特別な事情によればです

ね、あるわけでございます。基本にはこの看護師はこの事業協同組合は対応できないと

いうことになっておりますので、今、国に対して看護師さんについても派遣ができるよ

うにという要望いたしております。かなりハードルが高いようでございます。 

一方、介護職の方につきましては、正に現在、先ほどおっしゃるような形でございま

すので、この事業協同組合の一つのパターンとしてですね、今、国へも飯南町として示

しておるということでございます。でありますけども、こうした仕組みはできても今の

ような人材が今いらっしゃらないということでございまして、人材がなくては成り立た

ないということでございます。今後そうしたことで引き続きいろんな研究もしながら、

或いは検討も進めてまいらなければならないということでございます。 

  議員ご指摘の趣旨につきましては、まったく私も同じ考えを持つものでございます。

人材が得られないという現実の壁はありますけれども、様々な努力をしていかなければ

ならないというふうに思うところでございます。 

 また、都市から地方へといった人の流れの変化につきましてはですね、議員同様、私も

この機は逃してはならない、今のことからを含めてもですね強く思っておるわけでござ

います。定住者の増加というのは、ひいては医療、介護、福祉などの分野でのですね人
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材不足の改善にもつながるものと考えております。 

そうした中では、先ず看護師などの資格職のみに限らず、医療、介護、福祉現場の従事

者数を増加をさせて、その方々がいわゆる柔軟に働ける仕組み、今風に言いますと「働

き方改革」、これ非常に大事でございます。それをですね、推し進めていく必要もあると

考えるところでもございます。人材確保支援センターへもですね多様な働き方、時間を、

ということでのご相談もあっとるわけでございます。まさに働く側のニーズと雇用する

側のニーズのマッチングそうしたことも含めましてですね、多様な働き方ができるとい

うことは、今回のコロナウイルス感染症対策でも検証できたことの一つでもあると思っ

ております。 

 今後、飯南町でどのように働くか、というようなことを含めてですね研究をしつつ、飯

南町のモットーとしております、人が人を呼ぶ好循環となるように取り組んでまいると

いうことでございます。 

次に、光ケーブルを活用したオンライン会議などに取り組む町内企業への支援という

ことでございます。 

このたびの新型コロナウイルスにより町内の経済活動も本当に大きな影響を受けておる

わけでございます。町内の事業者の皆様方には、大変なご苦労をおかけしております。

そうした中で、様々な企業努力によりまして、この局面を乗り越えようとしておられる

ことに対して敬意を表するところでございます。これ議員からもあったところでござい

ます。 

本町の通信基盤につきましては議員から都市部にも劣らないという言葉をいただいた

わけでございますけれども、本町では光ケーブルを整備し、並行して上位回線の増強も

進めてまいりました。議員は、これ詳しい訳でございますけれども、以前の同軸ケーブ

ルでは、特に上り回線の容量が不十分なことから、大容量の図面や画像データの送信な

ど支障をきたす、ということが多くございました。住民の皆様からもご指摘をいただい

ておったわけでございますけれども、今回光ケーブル整備によりまして、十分な容量が

上り下り、十分な容量が提供できるようになったことから、今ではですねしようと思え

ばオンラインゲームや動画配信などもスムーズに楽しめるというような声もいただいて

おります。 

 このような中で、このたびのコロナウイルス対策として、現在、島根県と県内の市町村

は、すでにオンライン会議が開催できる環境を整えております。先日６月８日には丸山

知事の呼びかけによりまして「知事と県内市町村長のこの感染症対策についてのオンラ

イン意見交換会」というのも実施をされたところでございます。 

 また、本町におきましては「オンライン移住相談体験プログラム」にも取り組んでおり
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まして、コロナウイルスにより実際に今、飯南町に来れない移住希望者の皆さんとオン

ライン画像で相談に乗りまして、農業体験プログラムや空き家の紹介を進めております。 

  また、放送センターに聞きますと、今回多くのですね飯南町出身の大学生の方の、大

学が休みになっておりまして、この飯南町に帰っておるわけでございますけれども、そ

ういう中で支障なく大学でのオンラインによっての授業もですね受けておられるという

ことでございます。 

 このさっきの島根県と市町村のオンライン回線につきましては、セキュリティーの都合

上、「島根セキュリティークラウド」という特殊な回線を利用しているということでござ

います。オンライン移住体験については、ケーブルテレビのインターネット回線を通じ

て、ZOOM（ズーム）とか LINE（ライン）とか既存のアプリケーションで簡単に接続でき

ます。利用者にも好評をいただいているということでございます。 

  議員から取引先との商談などグループウエアやオンライン会議への導入をとのことで

ございますけれども、本町のネット環境からすれば、先ほどご紹介した既存のアプリで

の簡易なオンライン商談などは十分に可能となっております。 

 ただしですね、これちょっとまだＰＲが行き届かないところもあるかとも思っておりま

すけれども、サービスプランいろいろ設けておりますけれども、そのプランによっては

動画が停止したりスムーズなオンライン会議に支障をきたすということの可能性もござ

いますし、一度に多くの取引先とオンライン会議を行うなどの場合は容量が不足をいた

しまして画像が停止するということの可能性はございます。こうした場合には飯南放送

センターにご相談いただきまして、回線速度の契約プランなどの変更もですね、お願い

していくということでございます。 

 また、取引先の状況によっては、特別な回線や設備を調達する必要がある場合も想定さ

れます。そしてまた、すでにですね町内の福祉施設からは、福祉施設協議会からは感染

拡大防止の観点からオンライン会議についての相談も受けている、ということでござい

ます。 

  こうした議員から、新しい日常に対応するために「整備した通信基盤を有効に活用」

ということでございます。全くその通りだというふうに思います。 

 そして、その取り組みの支援ということが必要だということをおっしゃったわけでござ

います。そうした取り組みにつきましてはハード、ソフト両面あるわけでございまして、

例えばですね、ハードにつきましては国の今回のこうした状況になっての国の助成事業

がですね、拡充されておるということでもございますし、ソフトのほうについては島根
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県もセミナー等も開催されておるわけでございます。 

  こうした飯南町の支援といたしまして、国の助成事業も視野に入れながら、本町とい

たしましても、その推進に向けてですね、それぞれいろんな実情もあると思いますので

そうしたこともお聞きしながら必要な支援もですね行うべきを検討してまいりたいとい

うふうに考えるところでございます。 

議員から新しい日常を実現できる町として内外に発信を、ということでございました。

こうしたネット環境を有効に活用いたしまして、新年度として新しく環境整備が出来た

ということで取り組んだ事業があのチャレンジオフィス事業ということで、赤名の町の

福島邸でですね、今１事業者を募集いたしましたら早速ご応募いただきましてコロナの

関係で遅れておりましたが、７月１日から１事業者入居をされることでございます。そ

うしたことも引き続きですね募集を行っていきたいな、と思っておりますけれども、こ

うしたことで本町へのＵＩターン或いはですね、そうした事業者の皆さんの取り入れる

ということにつなげてまいりたいと考えるところでございます。 

 以上でございます。 

○10 番（安部 丘） 議長。 

○議長（早樋 徹雄） 10 番、安部 丘君。 

○10 番（安部 丘） 10 番。 

ご答弁いただきました。人材確保については、いろいろご努力をされているというこ

とでございましたが、まだまだネット、インターネット等で閲覧させていただいても本

町の求人というのは殆ど出て参りません。他市町、県内他市町ではですね、いろいろそ

ういうことに対する求人情報をインターネット上に表示されてくるんですが、当町の努

力はまだまだ不足しているというふうに私は認識しております。 

しっかりもう一度できることは全て手を打って、その上で結果を待ちたいというふうに

思いますので、そこだけご理解をいただきたいと思います。 

  以上で終わります。 

○議長（早樋 徹雄） 答弁はいりますか。 

○10 番（安部 丘） よろしいです。以上で終わります。 

 

○議長（早樋 徹雄） 10 番、安部 丘君の質問は終わりました。 

 以上で一般質問を終わります。 

  ここで、先般６月９日の本会議で、議案第 43 号、「飯南町国民健康保険条例の一部を

改正する条例の制定について」の３番 伊藤 好晴君の質疑について、小玉保健福祉課長

が発言を求められておりますのでこれを許します。 

○保健福祉課長（小玉 千恵） 議長。 
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○議長（早樋 徹雄） 小玉保健福祉課長。 

○保健福祉課長（小玉 千恵） はい。番外。 

  議長から発言の許しをいただきましたので、３番議員からの質問の回答をさせていた

だきます。 

初めに白色申告の者は対象となるかというご質問でしたが、これに対しては対象とな

ります。 

次に、事業主は対象外かというご質問でしたが、今回提案しております傷病手当金の

支給対象者は被用者つまり給与を、勤務先から給与等をの支給を受けている方であるた

め、個人事業主やフリーランスは対象ではありません。 

事業主の場合は、事業収入の取り扱いになるので別の救済措置、例えば持続化給付金な

どの支援策を利用いただきたいと思います。 

続いて３番目に、事業主から町が徴収するのはなぜかということでございましたが、

これは、本来事業主から受けることが可能な給与等が事業主の都合によって受けること

ができなかった場合の措置を規定したものでございます。こうした場合、何らかの救済

措置を講じなければ、被保険者の収入が途絶え、生活困窮の状態に陥るため、事業主に

代わって、町が立て替え払いの性格を有すると、ものでありまして、その場合には町に、

町が徴収するということでございます。ただ、全て負担した傷病手当を事業主に請求す

るものではなくて、あくまでも事業主が払うべきものが払われていない場合のみのこと

でございます。 

なお、この条例につきましては、いろいろ疑問点や条例の解釈等につきましてまだ不

明な部分もございましたので今県や国に確認をしている最中でございまして、まだその

回答が得られていませんので、本日のところはここまでの回答とさせていただきます。 

 以上です。 

○議長（早樋 徹雄） 以上説明がありましたが、ご質問がありますか。 

  それでは、この件については終了をいたします。 

お諮りいたします。 

以上で本日の日程を終了し、これにて散会したいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（早樋 徹雄） 異議なしと認めます。 

したがって、本日はこれで散会します。 

なお、13 日及び 14 日は休会、 

15 日から 17 日までは各常任委員会、 

18 日は各常任委員会及び午後１時から予算特別委員会。 

19 日は、午前９時から本会議を開催いたします。 

ご苦労様でございました。 
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午後 00 時 06 分散会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


